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第１章 総則

1.1 目的

この計画は、水防法（昭和24年法律第193号、以下「法」という。）第７条第１項の規定

に基づき、県下における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、

洪水、内水（法第２条第１項に定める雨水出水のこと。以下同じ。）、津波又は高潮に際し、

水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持すること

を目的とする。

1.2 用語の定義

主な水防用語の定義は、次のとおりである。

（１）水防管理団体

水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務組合若し

くは水害予防組合をいう（法第２条第２項）。

（２）指定水防管理団体

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として知事が指定したものをいう

（法第４条）。

（３）水防管理者

水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予

防組合の管理者をいう（法第２条第３項）。

（４）消防機関

消防組織法（昭和22年法律第226号）第９条に規定する消防の機関（消防本部、消防

署及び消防団）をいう（法第２条第４項）。

（５）消防機関の長

消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村にあっては消

防団の長をいう（法第２条第５項）。

（６）水防団

法第６条に規定する水防団をいう。

（７）量水標管理者

量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者をいう（法第２条第７項、法第10条第

３項）。

都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都道府県の水防計画で定めるところに

より、水位を通報及び公表しなければならない（法第12条）。

（８）水防協力団体

水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他法人で

ない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、

会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他

これに準ずるものを有しているものとして水防管理者が指定した団体をいう（法第36条

第１項）。
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（９）洪水予報河川

国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上

重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は

秋田県知事は、洪水予報河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況を

基準地点の水位又は流量を示して洪水の予報等を行う（法第10条第２項、法第11条第１

項、気象業務法（昭和27年法律第165号）第14条の２第２項及び第３項）。

（10）水防警報

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大又は相

当な損害が生じるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸（水防警報河川

等）について、国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水、津波又は高潮によって災害が

起こるおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう（法第２

条第８項、法第16条）。

（11）水位周知河川

国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経済上

重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。国土交通大臣又は

秋田県知事は、水位周知河川について、当該河川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水

位（洪水特別警戒水位）に達したとき、水位又は流量を示して通知及び周知を行う（法

第13条）。

（12）水位周知下水道

都道府県知事又は市町村長が、内水により相当な損害が生じるおそれがあるものとし

て指定した公共下水道等の排水施設等。都道府県知事又は市町村長は、水位周知下水道

について、当該下水道の水位があらかじめ定めた内水氾濫危険水位（雨水出水特別警戒

水位）に達したとき、水位を示して通知及び周知を行う（法第13条の２）。

（13）水位周知海岸

都道府県知事が、高潮により相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した海

岸。都道府県知事は、水位周知海岸について、当該海岸の水位があらかじめ定めた高潮

氾濫危険水位（高潮特別警戒水位）に達したとき、水位を示して通知及び周知を行う

（法第13条の３）。

（14）水位到達情報

水位到達情報とは、国土交通大臣又は秋田県知事が指定した水位周知河川において、

あらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位、雨水出水特別警戒水位または高潮

特別警戒水位）への到達に関する情報のほか、氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水

位への到達情報、水位周知河川または水位周知海岸においては氾濫発生情報のことをい

う。

（15）水防団待機水位（通報水位）

量水標の設置されている地点ごとに秋田県知事が定める水位で、各水防機関が水防体

制に入る水位（法第12条第１項に規定される通報水位）をいう。

水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがある場合において、量

水標等の示す水位が水防団待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の状況を関

係者に通報しなければならない。
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（16）氾濫注意水位（警戒水位）

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水又は高潮による災害の発生

を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位（法第12条第２項に規定される警戒

水位）をいう。水防団の出動の目安となる水位である。

量水標管理者は、量水標等の示す水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超えるときは、

その水位の状況を公表しなければならない。

（17）避難判断水位

市町村長の避難準備・高齢者等避難開始発表の目安となる水位であり、住民の氾濫に

関する情報への注意喚起となる水位。

（18）氾濫危険水位

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。

市町村長の避難勧告等の発令判断の目安となる水位である。水位周知河川においては、

法第13条第1項及び第2項に規定される洪水特別警戒水位に相当する。

（19）内水氾濫危険水位

法第13条の２第１項及び第２項に規定される雨水出水特別警戒水位のこと。内水によ

り相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。

（20）高潮氾濫危険水位

法第13条の３に規定される高潮特別警戒水位のこと。高潮により相当の家屋浸水等の

被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。市町村長の避難勧告等の発令判断

の目安となる水位である。

（21）洪水特別警戒水位

法第13条第1項及び第2項に定める洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位。氾濫

危険水位に相当する。国土交通大臣または都道府県知事は、指定した水位周知河川にお

いてこの水位に到達したときは、水位到達情報を発表しなければならない。

（22）雨水出水特別警戒水位

法第13条の２第１項及び第２項に定める内水による災害の発生を特に警戒すべき水位。

内水氾濫危険水位に相当する。都道府県知事または市町村長は、指定した水位周知下水

道においてこの水位に到達したときは、水位到達情報を発表しなければならない。

（23）高潮特別警戒水位

法第13条の３に定める高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位。高潮氾濫危険水

位に相当する。都道府県知事は、指定した水位周知海岸においてこの水位に到達したと

きは、水位到達情報を発表しなければならない。

（24）重要水防箇所

堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等に際

して水防上特に注意を要する箇所をいう。

（25）洪水浸水想定区域

洪水予報河川及び水位周知河川について、洪水時の円滑かつ迅連な避難を確保し、又

は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模

の降雨により当該河川において氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域として国土

交通大臣又は都道府県知事が指定した区域をいう（法第14条）。
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（26）内水浸水想定区域

水位周知下水道について、内水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止す

ることにより、水災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当

該下水道において氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域として都道府県知事又は

市町村長が指定した区域をいう（法第14条の２に規定される雨水出水浸水想定区域）。

（27）高潮浸水想定区域

水位周知海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止する

ことにより、水災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の高潮により当該

海岸において氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域として都道府県知事が指定し

た区域をいう（法第14条の３）。

（28）浸水被害軽減地区

洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地（その状況が

これに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。）の区域であって浸水の拡

大を抑制する効用があると認められる区域として水防管理者が指定した区域をいう（第

15の６）。

1.3 水防の責任等

水防に関係する各主体について、水防法等に規定されている責任及び義務は次のとおり

である。

（１）県の責任

県内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように確保すべき責任を有する

（法第３条の６）。

具体的には、主に次のような事務を行う。

①指定水防管理団体の指定（法第４条）

②水防計画の作成及び要旨の公表（法第７条第１項及び第７項）

③水防管理団体が行う水防への協力（河川法第22条の２、下水道法第23条の２）

④都道府県水防協議会の設置（法第８条第１項）

⑤気象予報及び警報、洪水予報の通知（法第10条第３項）

⑥洪水予報の発表及び通知（法第11条第１項、気象業務法第14条の２第３項）

⑦量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第12条）

⑧水位周知河川、水位周知下水道及び水位周知海岸の水位到達情報の通知及び周知

（法第13条第２項及び第３項、第13条の２第１項並びに第13条の３）

⑨洪水予報又は水位情報の通知の関係市町村長への通知（法第13条の４）

⑩洪水浸水想定区域、内水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域の指定、公表及び通知

（法第14条、第14条の２及び第14条の３）

⑪都道府県大規模氾濫減災協議会の設置（法第15条の10）

⑫水防警報の発表及び通知並びに水防警報河川等指定したときの公示（法第16条第１

項、第３項及び第４項）

⑬水防信号の指定（法第20条）

⑭避難のための立退きの指示（法第29条）
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⑮緊急時の水防管理者、水防団長又は消防機関の長への指示（法第30条）

⑯水防団員の定員の基準の設定（法第35条）

⑰水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第40条）

⑱水防管理団体に対する水防に関する勧告又は助言（法第48条）

（２）水防管理団体の責任

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する（法第３条）。

具体的には、主に次のような事務を行う。

①水防団の設置（法第５条）

②水防団員等の公務災害補償（法第６条の２）

③平常時における河川等の巡視（法第９条）

④水位の通報（法第12条第１項）

⑤水位周知下水道の水位到達情報の通知及び周知（法第13条の２第２項）

⑥内水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第14条の２）

⑦浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置（法

第15条）

⑧避難確保計画又は浸水防止計画を作成していない地下街等の所有者又は管理者への

必要な指示、指示に従わなかった旨の公表（法第15条の２）

⑨避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の所有者又は管理者への必要な指

示、指示に従わなかった旨の公表（法第15条の３）

⑩浸水被害軽減地区の指示・公示及び通知の、標識の設置、土地の形状変更の届出を

受理した際の通知・届出者への助言又は勧告（法第15条の６、法第15条の７、法第

15条の８）

⑪予想される水災の危険の周知（法第15条の11）

⑫水防団及び消防機関の出動準備又は出動（法第17条）

⑬緊急通行により損失を受けた者への損失の補償（法19条第２項）

⑭警戒区域の設定（法第21条）

⑮警察官の援助の要求（法第22条）

⑯他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応援要請（法第23条）

⑰堤防決壊等の通報、決壊後の措置（法第25条、法第26条）

⑱公用負担により損失を受けた者への損失の補償（法第28条第３項）

⑲避難のための立退きの指示（法第29条）

⑳水防訓練の実施（法第32条の２）

㉑（指定水防管理団体）水防計画の作成及び要旨の公表（法第33条第１項及び第３

項）

㉒（指定水防管理団体）水防協議会の設置（法第34条）

㉓水防協力団体の指定・公示（法第36条）

㉔水防協力団体に対する監督等（法第39条）

㉕水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第40条）

㉖水防従事者に対する災害補償（法第45条）

㉗消防事務との調整（法第50条）
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（３）国土交通省の責任

①水防管理団体が行う水防への協力（河川法第22条の２）

②洪水予報の発表及び通知（法第10条第２項、気象業務法第14条の２第２項）

③量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第12条）

④水位周知河川の水位到達情報の通知及び周知（法13条の第１項）

⑤洪水予報又は水位到達情報の通知の関係市町村長への通知（法13条の４）

⑥洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第14条）

⑦大規模氾濫減災協議会の設置（法第15条の９）

⑧水防警報の発表及び通知（法第16条第１項及び第２項）

⑨重要河川における都道府県知事等に対する指示（法第31条）

⑩特定緊急水防活動（法第32条）

⑪水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第40条）

⑫都道府県等に対する水防に関する勧告及び助言（法第48条）

（４）河川管理者の責任

①水防管理者に対する浸水被害軽減地区の指定及び市町村長に対する水害リスク情報

の把握に関する情報提供及び助言（法第15条の12）

（５）気象庁の責任

①気象、津波、高潮及び洪水の予報及び警報の発表及び通知（法第10条第１項、気象

業務法第14条の２第１項）

②洪水予報の発表及び通知（法第10条第２項、法第11条第１項並びに気象業務法第14

条の２第２項及び第３項）

（６）居住者等の義務

①水防への従事（法第24条）

②水防通信への協力（法第27条）

（７）水防協力団体の義務

①決壊の通報（法第25条）

②決壊後の処置（法第26条）

③水防訓練の実施（法第32条の２）

④津波避難訓練への参加（法第32条の３）

⑤業務の実施等（法第36条、第37条、第38条）

1.4 津波における留意事項

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて‘遠地津波’と‘近地津波’に分類

して考えられる。遠地津波の場合は、原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、

津波が襲来する。近地津波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来

する。従って、水防活動及び水防団員自身の避難に利用可能な時間は異なる。

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可能

なことがある。しかし、近地津波で、かつ安全な避難場所までの所要時間がかかる場合は、

水防団員自身の避難以外の行動が取れないことが多い。

従って、あくまでも水防団員自身の避難時間を確保したうえで、避難誘導や水防活動を
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実施しなければならない。

1.5 安全配慮

洪水、内水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団自身の安全確保に留意して水防

活動を実施するものとする。避難誘導や水防作業の際も、次の事項に留意し水防団員自身

の安全を確保しなければならない。

・水防活動時にはライフジャケットを着用する。

・水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通信

機器を携行する。

・水防活動は、ラジオを携行する等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。

・指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため団員

を随時交代させる。

・水防活動は原則として複数人で行う。

・水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。

・指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員の安全を確保するため、必要に

応じ、速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。

・指揮者は水防団員等の安全確保のため、予め活動可能な時間帯を水防団員等へ周知し、

共有しなければならない。

・指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避場所、退避を指示する合図等を

事前に徹底する。

・津波浸水想定の区域内にある水防団は、気象庁が発表する津波警報等の情報を入手し、

活動可能時間が確保できることを確認するまでは、原則として退避を優先する。
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第２章 水防組織

2.1 県の水防組織

水防に関係のある警報・注意報等の発表又は地震等の発生等により、洪水、内水、津波

又は高潮のおそれがあると認められるときから洪水等のおそれがなくなったと認められる

ときまで、県は河川砂防課に秋田県水防本部(以下「水防本部」という。)を、各地域振興

局建設部等に現地指導班を設置し、次の組織で事務を処理する。

ただし、秋田県災害対策本部が設置されたときは、同本部の一部として編入され、その

事務を処理する。

（１）組織系統

水 防 本 部

水防本部長（知事）

水防副本部長（副知事）

水防長（建設部長）

副水防長（河川砂防課長）

庶 務 班 資 材 班 情報連絡班 水防対策班

水防支部（地域振興局建設部)

支部長（地域振興局長）

副支部長（地域振興局建設部長）

庶 務 班 資 材 班 情報連絡班 水防対策班
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（２）水防本部の事務分担

班名 事務の分掌

庶 務 班 1． 優先通行標識､身分証票の交付

2． 自衛隊の派遣又は撤収に関すること｡

3． 部外との連絡

4． 各班の総合調整

5． その他の一般庶務に関すること｡

資 材 班 1． 水防資材及び器具の調達及び輸送

2． 自動車等輸送手段の確保

情報連絡班 1． 気象､水位､雨量、潮位等の情報収集及び連絡に関すること｡

2． 洪水予報の発表

3． ダム等の操作状況の受理

4． 一般被害状況の資料の収集整理

水防対策班 1． 決壊等の通知をうけ､必要な措置をする｡

2． 公共施設災害状況の資料の収集整理

3． 水防作業の技術指導

4． その他応急対策に関すること｡

（３）水防支部の事務分担

班名 事務の分掌

庶務班 （イ） 優先通行標識、身分証票の交付

（ロ） 部外との連絡

（ハ） 各班の総合調整

（ニ） その他一般庶務に関すこと。

資材班 （イ） 水防資材及び器具の調達及び輸送

（ロ） 自動車等輸送手段の確保

情報連絡班 （イ） 気象、水位、雨量、潮位等の情報収集及び連絡に関すること。

（ロ） 水位の状況を必要に応じ関係市町村へ連絡し又は緊急を要すると

認める場合、下流の関係水防支部へ通知

（ハ） 雨量の状況を必要に応じ関係水防管理団体へ連絡

（ニ） 水防警報を発令し、又は大臣令の警報を関係水防管理団体の長へ

の通知

（ホ） 水防警報を発令し、又は通知した事項を水防本部へ報告

（ヘ） ダム等の操作状況の通知をうけ、水防本部へ連絡

（ト） 溜池等の門扉の開閉状況の通知受理

水防対策班 （イ） 決壊等の通知をうけたときは、水防本部へ連絡

（ロ） 避難のための立ちのきを指示

（ハ） 水防作業の技術指導

（ニ） 被害状況をとりまとめ水防本部へ連絡

（ホ） その他応急対策に関すること。
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2.2 水防管理団体の水防組織

水防管理団体の水防組織は、県の水防組織に準じて、水防管理団体の水防計画に定める

こととする。

県下の水防管理団体は、以下のとおりである。

表２－１ 秋田県内の水防管理団体一覧表

水　防

支部名
団体名

指定／

非指定

昼　間　連　絡　先 夜　間　連　絡　先

担当 ＴＥＬ ＦＡＸ 担当 ＴＥＬ ＦＡＸ

鹿角

鹿角市 指定
総務部

総務課
0186-30-0299 0186-30-1122

鹿角広域行政組合

消　　防　　署
0186-23-5601 0186-23-5603

小坂町 指定 町民課 0186-29-3928 0186-29-3728
鹿角広域行政組合

消防署小坂分署
0186-29-2119 0186-29-3731

北秋田

大館市 指定
総務部

危機管理課
0186-43-7100 0186-49-1198

総務部

危機管理課
0186-43-7100 0186-49-1198

北秋田市 指定 総務部総務課 0186-62-1111 0186-63-2586 総務部総務課 0186-62-1111 0186-63-2586

上小阿仁村 指定 住民福祉課 0186-77-2221 0186-77-2227 住民福祉課 0186-77-2221 0186-77-2227

山本

能代市 指定
総務部

総務課
0185-89-2115 0185-89-1792

総務部

総務課
0185-89-2117 0185-89-1792

藤里町 指定 生活環境課 0185-79-2115 0185-79-2116 生活環境課 0185-79-2111 0185-79-2116

八峰町 指定 総務課 0185-76-4601 0185-76-2113 総務課 0185-76-4601 0185-76-2113

三種町 指定 町民生活課 0185-85-4823 0185-85-2178 町民生活課 0185-85-4823 0185-85-2178

秋田

秋田市 指定
総務部

防災安全対策課
018-888-5434 018-888-5435

消防本部

指令課
018-823-4265 018-823-7214

男鹿市 指定
総務課

危機管理室
0185-24-9113 0185-23-2424

総務企画部

総務課
0185-24-9113 0185-23-2424

潟上市 指定 総務部総務課 018-853-5301 018-853-5211 総務部総務課 080-1832-1731 018-853-5211

五城目町 指定
消防本部

警防係
018-852-2028 018-852-4367

消防本部

警防係
018-852-2028 018-852-4367

井川町 指定 町民課 018-874-4416 018-874-2600 町民課 018-874-4416 018-874-2600

八郎潟町 非指定 町民福祉課 018-875-5806 018-875-3096 町民課 018-875-5806 018-875-3096

大潟村 非指定 住民生活課 0185-45-2114 0185-45-2162 住民生活課 0185-45-2114 0185-45-2162

由利
由利本荘市 指定

総務部

危機管理課
0184-24-6238 0184-23-8191

　消防本部

　通信指令課
0184-22-4292 0184-23-5195

にかほ市 指定 総務部防災課 0184-43-7504 0184-43-5707 消防本部 0184-38-2834 0184-38-4070

仙北

大仙市 指定
総務部

総合防災課
0187-63-1111 0187-62-9400

総務部

総合防災課
0187-63-1111 0187-62-9400

仙北市 指定
総務部

総合防災課
0187-43-1115 0187-43-1300

総務部

総合防災課
0187-43-1115 0187-43-1300

美郷町 指定 住民生活課 0187-84-4903 0187-85-2107 住民生活課 0187-84-4903 0187-85-2107

平鹿 横手市 指定
総務部

危機管理課
0182-35-2195 0182-33-1300 消防本部 0182-32-1112 0182-32-1146

雄勝

湯沢市 指定 総務部総務課 0183-55-8250 0183-73-2117 総務部総務課 0183-73-2111 0183-73-2117

羽後町 指定 生活環境課 0183-62-2111 0183-62-2120 生活環境課 0183-62-2111 0183-62-2120

東成瀬村 非指定 民生課 0182-47-3403 0182-47-3360 民生課 0182-47-3403 0182-47-3360
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2.3 都道府県大規模氾濫減災協議会

知事が組織する都道府県大規模氾濫減災協議会及び国土交通大臣が組織する大規模氾濫

減災協議会において取りまとめられた「地域の取組方針」に基づき、減災に取り組むもの

とする。

第３章 重要水防箇所

3.1 国土交通省管理重要水防箇所

国土交通省管理河川における重要水防箇所の評定基準は、資料２－１のとおりであり、

県内の評定箇所は、資料２－２のとおりである。

3.2 県管理重要水防箇所

県管理河川における重要水防箇所の評定基準は、資料２－３のとおりであり、県内の評

定箇所は、資料２－４のとおりである。
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第４章 予報及び警報

4.1 気象庁が行う予報及び警報

（１）秋田地方気象台が発表又は伝達する注意報及び警報

秋田地方気象台長は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められ

るときは、その状況を東北地方整備局長及び知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関

の協力を求めて、これを一般に周知させるものとする。

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河川洪水予報を除き、

一般の利用に適合する注意報、警報及び特別警報をもって代える。

なお、水防活動の利用に適合する洪水の特別警報は設けられていない。

水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類と対応する一般の利用に適合する注意報、

警報、特別警報の種類及びそれらの発表基準は、次のとおりである。

表４－１ 水防活動と一般の利用に適合する警報等対照表

水防活動の利 一般の利用に適

用に適合する 合する注意報・ 発表基準

水防活動用 大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想したとき

気象注意報

水防活動用 大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想した

気象警報 とき

大雨特別警報 大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

予想したとき

水防活動用 洪水注意報 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生す

洪水注意報 るおそれがあると予想したとき

水防活動用 洪水警報 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が

洪水警報 発生するおそれがあると予想したとき

水防活動用 高潮注意報 台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発生

高潮注意報 するおそれがあると予想したとき

水防活動用 高潮警報 台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害

高潮警報 が発生するおそれがあると予想したとき

高潮特別警報 台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害

が発生するおそれが著しく大きいと予想したとき

水防活動用 津波注意報 津波により災害が発生するおそれがあると予想したとき

津波注意報

水防活動用 津波警報 津波により重大な災害が発生するおそれがあると予想した

津波警報 とき

津波特別警報 津波により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

予想したとき（なお、「大津波警報」の名称で発表する）

※一般の利用に適合する洪水の特別警報は設けられていない。



13

表４－２ 大雨注意報及び大雨警報発表基準

令和元年5月29日現在

【備考】

※基準値における「…以上」の「以上」は省略した。

※土壌雨量指数基準は１km四方毎に設定しているが、欄内の土壌雨量指数基準は市町村内に

おける基準値の最低値を示している。

※表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の値をとる。

表４－２　大雨注意報及び大雨警報発表基準

表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

秋田市 9 58 15 83 

男鹿市 8 70 15 100

潟上市 9 71 15 102

五城目町 9 75 15 108

八郎潟町 9 81 15 116 

井川町 8 71 12 102 

大潟村 9 106 14 －

能代市 7 82 14 97 

藤里町 6 78 13 92 

三種町 6 79 12 94 

八峰町 7 85 12 100 

由利本荘市 8 65 13 93 

にかほ市 10 71 15 102 

大館市 7 74 12 106 

鹿角市 6 70 10 101 

北秋田市 7 73 10 105 

小坂町 7 71 10 102 

上小阿仁村 7 75 10 108 

横手市 8 79 11 94 

大仙市 8 84 12 99 

仙北市 8 86 11 102 

美郷町 6 86 10 102 

湯沢市 6 77 10 97 

羽後町 6 81 9 102 

東成瀬村 7 93 10 117 

大雨注意報 大雨警報
市町村
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表４－３ 洪水注意報基準

令和2年3月4日現在

市町村等をまとめた地域 市町村 流域雨量指数基準 複合基準 指定河川洪水予報による基準

秋田市

旧雄物川流域=20.6，旭川流域=14.4，
岩見川流域=27.2，新波川流域=4.7，
草生津川流域=3.9，下浜鮎川流域=4.5，

猿田川流域=6.8，八田川流域=6.1，
梵字川流域=5.2，神内川流域=4.9，
三内川流域=17.9，平尾鳥川流域=6，
新城川流域=8.4，馬踏川流域=4.3，

仁別川流域=4.4，古川流域=2.8，
宝川流域=4.2，白山川流域=7.5，
湯ノ里川流域=5.2，安養寺川流域=4.1，
大戸川流域=3.6

雄物川流域=（7，39.7），
太平川流域=（5，11.5），

旭川流域=（7，7.8），
岩見川流域=（5，26.8），
新波川流域=（7，3.8），
草生津川流域=（5，2.8），

猿田川流域=（5，4.8），
八田川流域=（5，6.1），
梵字川流域=（5，4.4），
三内川流域=（7，14.3），

平尾鳥川流域=（7，4.7），
新城川流域=（5，8.4），
馬踏川流域=（7，3.4），
仁別川流域=（5，4.4），

古川流域=（5，2），
宝川流域=（5，2.2），
白山川流域=（5，6.7），
湯ノ里川流域=（7，4.2），
安養寺川流域=（5，4.1），

大戸川流域=（5，2.6）

雄物川下流〔椿川〕、

太平川〔牛島〕

男鹿市
西部承水路・東部承水路流域=25.9，
滝川流域=4.8，相川流域=3.4，
賀茂川流域=4.5，比詰川流域=4.9

滝川流域=（7，3.8），
賀茂川流域=（7，4.5），
比詰川流域=（7，3.9）

－

潟上市
馬踏川流域=7.5，
西部承水路・東部承水路流域=24.5，
豊川流域=5，妹川流域=2.6

豊川流域=（5，5） －

五城目町
馬場目川流域=14.2，内川川流域=6.9，
富津内川流域=8.8

馬場目川流域=（7，14.2），
内川川流域=（7，5.5），
富津内川流域=（5，7.6）

－

八郎潟町
西部承水路・東部承水路流域=23.4，
馬場目川流域=16.9

馬場目川流域=（7，16.9） －

井川町
西部承水路・東部承水路流域=22.6，
井川流域=5.4，赤沢川流域=2.7

井川流域=（5，4.2），
赤沢川流域=（7，2.7）

－

大潟村 西部承水路・東部承水路流域=3 － －

能代市

檜山川流域=5.9，久喜沢川流域=5.6，
常盤川流域=6.4，天内川流域=4.2，

種梅川流域=6.9，内川流域=10.1，
比井野川流域=4.4，阿仁川流域=28.2，
濁川流域=8.3，竹生川流域=8.1，
悪土川流域=2.4,田代川流域=4.6

米代川流域=（6，24.2），
檜山川流域=（5，4.2），
久喜沢川流域=（5，5.6），

常盤川流域=（7，6.4），
天内川流域=（5，2.8），
種梅川流域=（5，6.9），
比井野川流域=（5，3.6），

悪土川流域=（6，1.9）

米代川〔二ツ井、向能代〕

藤里町
藤琴川流域=22.2，大沢川流域=8.4，

粕毛川流域=23，寺沢川流域=5.3，
小比内川流域=8，長場内川流域=5.6

藤琴川流域=（6，19.3），

大沢川流域=（5，7.1），
小比内川流域=（5，8）

－

三種町

西部承水路・東部承水路流域=14.4，
鯉川川流域=5.7，三種川流域=7，
鵜川川流域=3.9，金光寺川流域=6，

添畑川流域=3.6，西又川流域=4.3

鯉川川流域=（5，4.6），

三種川流域=（5，7），
鵜川川流域=（5，3.7）

－

八峰町
竹生川流域=5.3，真瀬川流域=12.4，
水沢川流域=9.8，塙川流域=8.2

塙川流域=（7，8.2） －

由利本荘市

芋川流域=19.9，小友川流域=9.7，

石沢川流域=17.8，鮎川流域=8.1，
久保田川流域=5.8，大砂川流域=4.8，
田沢川流域=3.5，鶯川流域=7.2，
笹子川流域=15.9，直根川流域=9.2，

百宅川流域=5.6，下玉田川流域=9.1，
赤田川流域=7.8，小関川流域=10.1，
中俣川流域=5.2，北ノ股川流域=4.6，
黒森川流域=3.3，須郷川流域=6.1，

坂部川流域=4.6，杉森川流域=3.8，
大吹川流域=6.8，丁川流域=8.8，
法内川流域=5.2，祝沢川流域=5，
新沢川流域=4.8，松沢川流域=2.8，

勝手川流域=5.2，君ヶ野川流域=7，
二古川流域=7.1，衣川流域=12.7，
芦川流域=3.7，蛇川流域=6.8，
福俣川流域=4.4，黒川流域=5.5，

西目川流域=8.1

子吉川流域=（5，22.3），
芋川流域=（6，15.9），
小友川流域=（5，9.6），
鮎川流域=（6，6.5），

田沢川流域=（5，2.8），
笹子川流域=（5，14.9），
百宅川流域=（7，5），
中俣川流域=（5，4.6），

坂部川流域=（5，4.6），
杉森川流域=（6，3），
法内川流域=（5，5.2），
祝沢川流域=（5，5），

勝手川流域=（7，5.2），
君ヶ野川流域=（6，5.6），
衣川流域=（5，12.7），
芦川流域=（6，3）

子吉川〔明法・二十六木橋〕

にかほ市

鳥越川流域=8.4，天拝川流域=8.5，

大潟川流域=6.8，大沢川流域=5，
白雪川流域=14，赤石川流域=2.8，
奈曽川流域=7，川袋小川流域=4.2，
清水川流域=4.9

天拝川流域=（9，8.5），
大潟川流域=（5，6.4），
赤石川流域=（8，2.8），
奈曽川流域=（8，5.6），
川袋小川流域=（5，4.2），

清水川流域=（8，3.9）

－

能代山本地域

本荘由利地域

秋田中央地域
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※基準が設定されていない市町村等については、その欄を"―"で示している。

※「○○川流域＝△」は、「○○川流域の流域雨量指数△以上」を意味する。

※複合基準は、主要な河川における代表地点の（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わ

せによる基準値を示している。

※指定河川洪水予報による基準の「 ○○川 [ △△ ] 」は、「指定河川である○○川に

発表された洪水予報において、△△基準観測点

で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。

大館市

米代川流域=30，早口川流域=17.4，

岩瀬川流域=18.6，山田川流域=7.1，

引欠川流域=14.1，長木川流域=24.1，

犀川流域=11.9，小森川流域=3.7，

下内川流域=12，乱川流域=5.5，

大森川流域=6.5，花岡川流域=4.9，

大茂内川流域=5.6，板戸川流域=2.7，

炭谷川流域=3.6

米代川流域=（5，27），

早口川流域=（5，13.9），

岩瀬川流域=（5，18.6），

引欠川流域=（5，13.5），

長木川流域=（5，20.2），

犀川流域=（5，9.5），

下内川流域=（5，9.6），

乱川流域=（5，4.6），

花岡川流域=（5，4.2），

板戸川流域=（5，2）

米代川〔十二所〕

鹿角市

米代川流域=28.1，大湯川流域=17.6，

根市川流域=9.4，間瀬川流域=6.7，

黒沢川流域=3.6，夜明島川流域=8.6，

熊沢川流域=16.1，小坂川流域=16.9，

汁毛川流域=6，福士川流域=4.6，

夏井川流域=3.6，樫内川流域=5.6

米代川流域=（5，28.1），

間瀬川流域=（5，6.7），

黒沢川流域=（5，2.2），

夜明島川流域=（5，8.6），

熊沢川流域=（5，16.1），

福士川流域=（5，4.6），

夏井川流域=（5，3.6），

樫内川流域=（5，5.6）

－

北秋田市

阿仁川流域=38.4，今泉川流域=4.4，

前山川流域=5.9，小猿部川流域=16.5，

綴子川流域=9，摩当川流域=7.2，

糠沢川流域=9.1，羽根山沢川流域=5.3，

小阿仁川流域=19，小又川流域=16.3，

小様川流域=7.7，小森川流域=7.4，

品類川流域=5.6，谷地川流域=3.6

米代川流域=（5，39.9），

阿仁川流域=（5，30.7），

小猿部川流域=（6，13.2），

綴子川流域=（5，7.5），

小阿仁川流域=（5，15.2），

小又川流域=（5，13），

小森川流域=（5，5.4），

品類川流域=（5，5.5），

谷地川流域=（5，2.9）

米代川〔鷹巣〕

小坂町
小坂川流域=11.3，荒川流域=6.1，

砂子沢川流域=5.6，古遠部川流域=7.6
小坂川流域=（5，11.3） －

上小阿仁村
小阿仁川流域=18.2，仏社川流域=5.2，

長滝沢・五反沢川流域=7.1

小阿仁川流域=（5，14.5），

仏社川流域=（5，3.7）
－

北秋鹿角地域

横手市

横手川流域=15.6，楢岡川流域=6，
上溝川流域=9.6，上法寺川流域=3.8，
地竹川流域=5.2，廚川流域=3.6，

杉沢川流域=4.2，横手大戸川流域=3.1，
頭無川流域=3.1，大納川流域=5.3，
松川流域=12，黒沢川流域=8.4，
武道川流域=7.6，皿川流域=14.4，

成瀬川流域=24.4，狙半内川流域=7.6，
七滝川流域=6.2，坂部川流域=3.3

横手川流域=（5，8.2），
楢岡川流域=（5，6），
上溝川流域=（5，8.3），

地竹川流域=（5，5.2），
横手大戸川流域=（5，3.1），
大納川流域=（5，5.3），
武道川流域=（5，6.9），

七滝川流域=（5，6.2），
坂部川流域=（5，3.3）

雄物川上流〔雄物川橋〕、
皆瀬川〔岩崎橋〕

大仙市

玉川流域=41.9，横手川流域=21.7，
宮田又沢川流域=7.6，淀川流域=14.9，
大沢川流域=3.8，土買川流域=6.8，
栩平川流域=7.4，楢岡川流域=14.4，

小友川流域=7，上総川流域=3.8，
心像川流域=5.9，小出川流域=5.9，
西ノ又川流域=7.1，斉内川流域=7.6，
小滝川流域=14.1，窪堰川流域=3.3，

福部内川流域=4.1，川口川流域=10.1
矢島川流域=4.5

玉川流域=（6，41.9），
丸子川流域=（5，10.8），
大沢川流域=（5，3.8），
土買川流域=（5，4.9），

栩平川流域=（5，7.4），
楢岡川流域=（5，14.4），
小友川流域=（5，7），
西ノ又川流域=（5，7.1），

斉内川流域=（5，7.6），
小滝川流域=（6，11.3），
窪堰川流域=（6，2.6），
矢島川流域=（5，4.5）

雄物川上流〔雄物川橋、大曲橋、神
宮寺〕、
玉川〔長野〕

仙北市

玉川流域=33.7，生保内川流域=10.8，
入見内川流域=7.4，桧木内川流域=20.2，
山谷川流域=7.9，堀内沢川流域=5.8，

才津川流域=15.6，院内川流域=6.5，
小先達川流域=4.8，刺市川流域=4.3

玉川流域=（6，33.7），

入見内川流域=（6，6.1），
桧木内川流域=（6，16.2），
山谷川流域=（5，7.9），
才津川流域=（6，12.5），
院内川流域=（6，5.2），

小先達川流域=（6，3.8），
刺市川流域=（5，4）

－

美郷町
丸子川流域=7.7，横手川流域=19.7，
上総川流域=3.6，矢島川流域=2.9，
赤倉川流域=4.8，出川流域=4.6

横手川流域=（6，15.8），

上総川流域=（5，3.6）
－

湯沢市

白子川流域=4.9，戸沢川流域=3.6，
高松川流域=14.5，役内川流域=11.5，
駒形黒沢川流域=4.6，宇留院内川流域=3.2，

姉倉沢川流域=4.1，羽後大戸川流域=4

雄物川流域=（5，27.4）
雄物川上流〔岩館・柳田橋・雄物川
橋〕、
皆瀬川〔岩崎橋〕

羽後町
新町川流域=3.5，西馬音内川流域=6.4，

羽後大戸川流域=8.6，田沢川流域=2.8，
石沢川流域=7.1

雄物川流域=（5，29.5），
石沢川流域=（5，7.1）

雄物川上流〔岩館・柳田橋・雄物川
橋〕

東成瀬村 成瀬川流域=15.6，大沢川流域=11.6 成瀬川流域=（5，15.6） －

仙北平鹿地域

湯沢雄勝地域
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表４－４ 洪水警報基準

令和2年3月4日現在

市町村等をまとめた地域 市町村 流域雨量指数基準 複合基準 指定河川洪水予報による基準

秋田市

旧雄物川流域=25.8，旭川流域=18，

岩見川流域=34，新波川流域=5.9，
草生津川流域=5.9，下浜鮎川流域=5.7，

猿田川流域=8.5，八田川流域=9.8，

梵字川流域=6.5，神内川流域=6.2，
三内川流域=22.4，平尾鳥川流域=7.6，

新城川流域=14，馬踏川流域=5.4，

仁別川流域=6，古川流域=3.5，
宝川流域=5.3，白山川流域=9.4，

湯ノ里川流域=6.6，安養寺川流域=5.2，

大戸川流域=4.5

雄物川流域=（9，48.2），

太平川流域=（7，15.5），
旭川流域=（13，13.6），

岩見川流域=（7，31），

新波川流域=（7，5.3），
草生津川流域=（13，3.9），

猿田川流域=（13，5.3），

八田川流域=（7，7.5），
梵字川流域=（9，4.9），

新城川流域=（7，10.8），

馬踏川流域=（7，4.8），
古川流域=（7，2.2）

雄物川上流〔神宮寺〕、
雄物川下流〔椿川〕、

太平川〔牛島〕

男鹿市
西部承水路・東部承水路流域=32.4，

滝川流域=6，相川流域=4.3，
賀茂川流域=5.7，比詰川流域=6.2

滝川流域=（7，5.9），

比詰川流域=（7，5.5）
－

潟上市
馬踏川流域=9.4，

西部承水路・東部承水路流域=30.7，

豊川流域=7，妹川流域=3.3

豊川流域=（7，6.3） －

五城目町 馬場目川流域=17.8，内川川流域=8.7，
富津内川流域=11

馬場目川流域=（9，16），

内川川流域=（7，7.8），
富津内川流域=（7，10.8）

－

八郎潟町
西部承水路・東部承水路流域=29.3，

馬場目川流域=21.3
馬場目川流域=（9，19.1） －

井川町
西部承水路・東部承水路流域=32.3，

井川流域=7.4，赤沢川流域=3.4
井川流域=（7，6.6） －

大潟村 西部承水路・東部承水路流域=3.7 ー －

能代市

檜山川流域=8.8，久喜沢川流域=7.6，

常盤川流域=8，天内川流域=5.3，

種梅川流域=12，内川流域=12.7，
比井野川流域=6.6，阿仁川流域=56.3，

濁川流域=10.4，竹生川流域=10.2，

悪土川流域=3.1,田代川流域=5.8

米代川流域=（6，36.2），

檜山川流域=（6，7.9），
比井野川流域=（6，4），

悪土川流域=（6，2.7）

米代川〔二ツ井、向能代〕

藤里町
藤琴川流域=27.8，大沢川流域=10.6，

粕毛川流域=28.7，寺沢川流域=6.7，

小比内川流域=12.3，長場内川流域=7.1

－ －

三種町

西部承水路・東部承水路流域=18.2，

鯉川川流域=7.2，

三種川流域=11.3，
鵜川川流域=4.9，金光寺川流域=7.5，

添畑川流域=4.6，西又川流域=5.4

三種川流域=（5，8.8） －

八峰町
竹生川流域=6.7，真瀬川流域=15.6，

水沢川流域=12.3，塙川流域=10.3
－ －

由利本荘市

芋川流域=24.9，小友川流域=12.2，

石沢川流域=23.6，鮎川流域=10.2，
久保田川流域=7.2，大砂川流域=6，

田沢川流域=4.4，鶯川流域=9，

笹子川流域=19.9，直根川流域=11.6，
百宅川流域=7.1，下玉田川流域=11.4，

赤田川流域=9.8，小関川流域=14.4，
中俣川流域=6.6，北ノ股川流域=5.8，

黒森川流域=4.1，須郷川流域=7.7，

坂部川流域=6，杉森川流域=4.8，
大吹川流域=8.5，丁川流域=11，

法内川流域=6.5，祝沢川流域=6.5，

新沢川流域=6，松沢川流域=4.7，
勝手川流域=6.6，君ヶ野川流域=8.8，

二古川流域=8.9，衣川流域=15.9，

芦川流域=4.7，蛇川流域=8.5，
福俣川流域=5.5，黒川流域=6.9，

西目川流域=10.1，羽広川流域=4.8

芋川流域=（6，22.4），

鮎川流域=（6，9.1）
子吉川〔明法・二十六木橋〕

にかほ市

鳥越川流域=10.5，天拝川流域=10.7，

大潟川流域=8.6，大沢川流域=6.3，
白雪川流域=17.5，赤石川流域=3.6，

奈曽川流域=8.8，川袋小川流域=5.3，

清水川流域=6.2

赤石川流域=（8，3.2），
川袋小川流域=（10，4.7），

清水川流域=（8，5.5）

－

能代山本地域

本荘由利地域

秋田中央地域
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※ 基準値は各流域のすべての地点に設定しているが、欄内には主な河川における代表地点

の基準地点を記載している。主な河川のない市町村等の基準値は空欄としている。

基準が設定されていない市町村については、その欄を”－”で示している。

「○○川流域＝△」は、「○○川流域の流域雨量指数△以上」を意味する。

※指定河川洪水予報による基準の「 ○○川 [ △△ ] 」は、「指定河川である○○川に発

表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を

満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを意味する。

大館市

米代川流域=37.5，早口川流域=21.8，
岩瀬川流域=23.2，山田川流域=11，
引欠川流域=18.9，長木川流域=30.1，
犀川流域=17.5，小森川流域=4.7，
下内川流域=15，乱川流域=6.9，
大森川流域=8.2，花岡川流域=6.1，
大茂内川流域=7，板戸川流域=3.4，
炭谷川流域=4.5

米代川流域=（5，32.9），
早口川流域=（5，19.6），
長木川流域=（5，28.6），
犀川流域=（5，15.7），
下内川流域=（5，13.5），
乱川流域=（5，5.1），
花岡川流域=（5，5.9）

 米代川〔十二所〕

鹿角市

米代川流域=35.2，大湯川流域=22.1，
根市川流域=11.7，間瀬川流域=8.4，
黒沢川流域=4.5，夜明島川流域=10.8，
熊沢川流域=20.2，小坂川流域=21.2，
汁毛川流域=7.5，福士川流域=5.8，
夏井川流域=4.5，樫内川流域=7
冷水川流域=5.8

米代川流域=（5，31.6），
夏井川流域=（5，4.1）

－

北秋田市

阿仁川流域=48.1，今泉川流域=5.5，
前山川流域=7.4，小猿部川流域=22.3，
綴子川流域=11.2，摩当川流域=9.1，
糠沢川流域=11.4，羽根山沢川流域=6.7，
小阿仁川流域=23.8，小又川流域=20.4，
小様川流域=9.7，小森川流域=9.3，
品類川流域=7.1，谷地川流域=4.6

米代川流域=（5，63.8），
阿仁川流域=（5，43.2），
小猿部川流域=（7，15.3），
小阿仁川流域=（5，21.4），
小又川流域=（5，18.3），
谷地川流域=（5，4.1）

 米代川〔鷹巣〕

小坂町
小坂川流域=14.2，荒川流域=7.7，
砂子沢川流域=7，古遠部川流域=9.5

－ －

上小阿仁村
小阿仁川流域=22.8，仏社川流域=6.5，
長滝沢・五反沢川流域=8.9

小阿仁川流域=（5，20.5） －

横手市

横手川流域=19.6，楢岡川流域=7.6，
上溝川流域=12，上法寺川流域=4.8，
地竹川流域=6.8，廚川流域=5.2，
杉沢川流域=5.3，横手大戸川流域=3.9，
頭無川流域=3.9，大納川流域=6.7，
松川流域=15，黒沢川流域=10.6，
武道川流域=9.5，皿川流域=18，
成瀬川流域=30.6，狙半内川流域=9.5，
七滝川流域=7.8，坂部川流域=4.2

横手川流域=（9，17.6），
上溝川流域=（5，11.7）

雄物川上流〔柳田橋・雄物川橋・
大曲橋〕、
皆瀬川〔岩崎橋〕

大仙市

玉川流域=59.8，横手川流域=31，
宮田又沢川流域=9.5，淀川流域=26.1，
大沢川流域=4.8，土買川流域=8.5，
栩平川流域=9.3，楢岡川流域=18，
小友川流域=8.8，上総川流域=4.7，
心像川流域=7.4，小出川流域=7.4，
西ノ又川流域=8.9，斉内川流域=9.6，
小滝川流域=17.7，窪堰川流域=4.2，
福部内川流域=5.1，川口川流域=12.7,
矢島川流域=5.7

玉川流域=（6，50.4），
丸子川流域=（6，12），
土買川流域=（6，8.5），
楢岡川流域=（6，16.2），
小滝川流域=（6，15.9）

雄物川上流〔雄物川橋・大曲橋、
神宮寺〕、
玉川〔長野〕

仙北市

玉川流域=42.2，生保内川流域=13.6，
入見内川流域=9.2，桧木内川流域=31.7，
山谷川流域=9.9，堀内沢川流域=7.3，
才津川流域=19.6，院内川流域=8.2，
小先達川流域=6，刺市川流域=5.4

玉川流域=（6，37.9），
桧木内川流域=（6，28.5），
山谷川流域=（6，8.8），
才津川流域=（8，16.5），
院内川流域=（6，7.6），
刺市川流域=（6，4.4）

－

美郷町
丸子川流域=9.7，横手川流域=24.7，
上総川流域=4.5，矢島川流域=3.6，
赤倉川流域=6.1，出川流域=5.8

－  雄物川上流〔大曲橋〕

湯沢市

白子川流域=6.2，戸沢川流域=4.6，
高松川流域=18.2，役内川流域=14.4，
駒形黒沢川流域=5.8，宇留院内川流域=4.1，
姉倉沢川流域=5.2，羽後大戸川流域=5.1

雄物川流域=（5，32.9）
雄物川上流〔岩館・柳田橋・雄物
川橋〕、
皆瀬川〔岩崎橋〕

羽後町
新町川流域=4.4，西馬音内川流域=8.1，
羽後大戸川流域=10.8，田沢川流域=3.6，
石沢川流域=8.9

－
雄物川上流〔岩館・柳田橋・雄物
川橋〕、
皆瀬川〔岩崎橋〕

東成瀬村 成瀬川流域=19.6，大沢川流域=14.5 成瀬川流域=（6，17.6） －

湯沢雄勝地域

北秋鹿角地域

仙北平鹿地域
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表４－５ 大雨警報・洪水警報等を補足する情報

種 類 内 容

大雨警報（浸水害）の 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図

危険度分布 上で1km四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報（常時10

分毎に更新）。

洪水警報の危険度分布 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川

及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を地図

上で概ね1kmごとに5段階に色分けして示す情報（常時10分毎に

更新）。

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域で

の降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高ま

るかを示した情報。6時間先までの雨量分布の予測（降水短時間

予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下

る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水警

報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表

示した情報（常時10分毎に更新）。

表４－６ 高潮注意報及び高潮警報の発表基準

標高（ｍ）

市町村等 高潮注意報発表基準（潮位） 高潮警報発表基準（潮位）

秋田市 １．０ １．５

男鹿市 １．０ １．４

潟上市 １．０ １．４

能代市 １．０ １．５

三種町 １．０ １．５

八峰町 １．０ １．３

由利本荘市 １．０ １．５

にかほ市 １．０ １．３

※潮位の基準面は、東京湾平均海面（TP）である。

表４－７ 大雨・高潮特別警報発表基準

現象の種類 基準

台風や集中豪雨により、数十年に一度の降雨量となる大雨が

大雨 予想され若しくは数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯

低気圧により大雨になると予想される場合

高潮 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮に

なると予想される場合

津波による災害の発生が予想される場合には、気象庁が、大津波警報、津波警報又は津波

注意報等を発表する。
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(ア)津波警報・注意報の種類

津波警報・注意報の種類は表４－８のとおり

表４－８ 津波警報・注意報の種類

大津波警報 津波により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想されるとき発

表（予想される津波の高さが高いところで３ｍを超える場合）

津 波 警 報 津波による重大な災害のおそれがあると予想されるとき発表（予想される津

波の高さが高いところで１ｍを超え、３ｍ以下の場合）

津波注意報 津波による災害のおそれがあると予想されるとき発表（予想される津波の高

さが高いところで０．２ｍ以上、１ｍ以下の場合）

津 波 予 報 津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表

(イ)発表される津波の高さ

津波警報・注意報等に対応する津波の高さは表４－９のとおり。また、発表される基準

は表４－１０のとおり。

表４－９ 発表される津波の高さ等

種類 予想される津波の高さ

高さの区分 数値での表現 巨大地震の場合の表現

（発表基準）

１０ｍ～ １０ｍ超

大津波警報 ５ｍ～１０ｍ １０ｍ 巨大

３ｍ～ ５ｍ ５ｍ

津波警報 １ｍ～ ３ｍ ３ｍ 高い

津波注意報 ２０ｃｍ～ １ｍ １ｍ （表記しない）

＊１ 津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、大津波警報、津波警報又は

津波注意報の解除を行う。このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波

がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さが発表基準より小

さくなる前に、海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行う場合がある。

＊２ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点におけるその潮位とその時

点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇した

高さをいう。
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表４－１０ （津波注意報、津波警報、大津波警報発表基準）

津波予報区 津波注意報 津波警報 大津波警報

秋田県で予想される津波 秋田県で予想される津波 秋田県で予想される津波

の高さが高いところで、 の高さが高いところで１ の高さが高いところで３

秋 田 県 0.2メートル以上１メート メートルを超え、３メー メートルを超える場合

ル以下である場合であっ トル以下である場合

て津波による災害のおそ

れがある場合

(ウ)津波情報

大津波警報、津波警報、津波注意報を発表した後、「予想される津波の高さ」、「津波の到

達予想時刻等」の津波情報を発表する。

表４－１１ 津波情報の種類

種類 内容

津波情報 津波到達予想時刻・予想され 各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想され

る津波の高さに関する情報 る津波の高さを発表します。

各地の満潮時刻・津波到達予 主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発

想時刻に関する情報 表します。

津波観測に関する情報＊１ 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表します。

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の

＊２ 観測値から推定される沿岸での津波の到達時刻

や高さを津波予報区単位で発表します

＊１ 沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、その時点までに観測された最

大波の観測時刻と高さを発表する。

なお、大津波警報を発表している沿岸で、観測された津波の高さが１ｍ以下のとき、

又は津波警報を発表している沿岸で、観測された津波の高さが２０ｃｍ未満のときは、

津波の高さを「観測中」と発表する。

＊２ 沖合の津波観測に関する情報では、沿岸からの距離が100km以内の観測点について沖

合の観測値から推定される沿岸での津波の高さが、大津波警報を発表している沿岸で

３ｍ以下、津波警報を発表している沿岸で１ｍ以下のときは、沖合で観測された津波

の高さを「観測中」、推定される沿岸での津波の高さを「推定中」と発表する。

沿岸からの距離が100kmを超える観測点については、津波予報区との対応付けが難し

いため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数値ではな

く「観測中」とする。
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(エ)津波予報

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、津波予報を発表する。発表

基準及び内容は表４－１２のとおり。

表４－１２ 津波予報の発表基準及び内容

発表基準 内容

津波予報 津波が予想されないとき（地震 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表

情報に含めて発表） する。

２０ｃｍ未満の海面変動が予想 高いところでも２０ｃｍ未満の海面変動のた

されたとき（津波に関するその め被害の心配はなく、特段の防災対応の必要

他の情報に含めて発表） がない旨を発表する。

津波注意報解除後も海面変動が 津波に伴う海面変動が観測されており、今後

継続するとき（津波に関するそ も継続する可能性が高いため、海に入っての

の他の情報に含めて発表） 作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留

意が必要である旨を発表する。

(参考）気象庁が発表する特別警報

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大き

い場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、大雨、津波、高

潮等についての一般の利用に適合する警報（特別警報）をする。なお、津波については、既

存の大津波警報が特別警報に位置付けられる。

また、水防活動用の利用に適合する洪水の特別警報は設けられていない。
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（２)警報等の伝達経路及び手段

①秋田地方気象台が発表又は伝達する注意報及び警報の伝達経路は図４－１のとおり

図４－１ 大雨・洪水・高潮等に関する注意報及び警報の伝達経路
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②気象庁が発表又は伝達する津波に関する注意報及び警報の伝達経路は図４－２のとおり

図４－２ 津波に関する注意報及び警報の伝達経路

注）二重枠の機関は、気象業務法第15条に規定に基づく法定伝達機関先

注）二重線の経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務付けられている伝達経路
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4.2 洪水予報河川における洪水予報

（１）種類及び発表基準

知事は、国土交通大臣が指定した河川について洪水予報の通知を受けたとき、又は知事が

指定した河川について洪水予報をしたときは、水防管理者及び量水標管理者に通知するとと

もに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知するものとする。

また、知事が指定した河川について通知をした知事は、避難のための立退きの勧告又は指

示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知するものとする。

発表する情報の種類、発表基準は、表４－１３のとおりである。

表４－１３ 洪水予報の種類と基準

種 類 発表基準

氾濫注意情報 基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し、

（洪水注意報） 更に水位上昇が見込まれるとき

氾濫警戒情報 基準地点の水位が一定時間後に氾濫危険水位（特別警戒

（洪水警報） 水位）に到達することが見込まれるとき、又は、避難判

断水位に到達し、更に水位上昇が見込まれるとき

氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位（特別警戒水位）に到達

（洪水警報） したとき

氾濫発生情報 氾濫が発生したとき

（洪水警報）

※氾濫危険水位は、箇所毎の危険水位を洪水予報観測所に換算した水位のうち、洪水予報

の受け持つ予報区域において最も低い水位である。箇所毎の危険水位は、計画高水位もし

くは越水又は溢水が発生するまでのリードタイムを考慮して設定した水位のどちらか低い

方の水位をもって設定している。
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（２）国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報

①洪水予報を行う河川名、区域

表４－１４ 直轄河川の予報区域

＊米代川水系小猿部川、雄物川水系成瀬川、子吉川水系石沢川は水位到達情報通知河川。

水系名 河川名 実施区域

米代川

米代川
（左岸）大館市比内町扇田字本道端77～日本海

（右岸）大館市山館字大樽木～日本海

藤琴川
（左岸）能代市二ツ井町荷上場字荒田 9番地～米代川合流点

（右岸）能代市二ツ井町荷上場字岩堰31番地～米代川合流点

＊

小猿部川

（左岸）北秋田市脇神字法泉坊沢65番地先～米代川合流点

（右岸）北秋田市脇神字堂ヶ岱屋敷廻60番地先～米代川合流点

雄物川

雄物川
（左岸）湯沢市小野字芋ヶ沢1の42地先～海まで

（右岸）湯沢市小野字可成沢113～海まで

横手川
（左岸）大仙市角間川町下中町73番地～雄物川合流点

（右岸）大仙市藤木丙大久保44番地～雄物川合流点

丸子川 （左右岸）大仙市大曲浜町8番の18地先の国道橋下流端～雄物川合流点

皆瀬川
（左岸）横手市増田町大字戸波字関根25番地先～雄物川合流点

（右岸）横手市駒形町字三又古川尻25番地先～雄物川合流点

＊　　

成瀬川

（左岸）横手市増田町大字荻袋字真人24番地先～皆瀬川合流点

（右岸）横手市増田町大字真人字山下8番地先 ～皆瀬川合流点

玉川
（左岸）大仙市長野字開2番地先 ～雄物川合流点

（右岸）大仙市長野字八乙女123番地先～雄物川合流点

子吉川

子吉川
（左岸）由利本荘市吉沢堰根川原2番の11地先～海まで

（右岸）由利本荘市吉沢字百地2番地先～海まで

＊　　

石沢川

（左岸）由利本荘市鳥川字沖真田233番地の1地点先

（右岸）由利本荘市上野字蛇田59番地の1地点先の鳥川橋～幹川合流点
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②洪水予報の対象となる基準観測所

表４－１５ 直轄河川での洪水予報の対象となる基準観測所

＊米代川水系小猿部川、雄物川水系成瀬川及び子吉川水系石沢川は水位到達情報通知の対象と

する基準観測所。

なお、米代川水系小猿部川の氾濫危険水位に記載している水位は特別警戒水位。

なお、成瀬川安養寺の氾濫危険水位に記載している「3.80m」は特別警戒水位。

椿川観測所の（無）は無堤防、(有)は有堤防

予　　報
区域名

河川名 観測所名 地　　先　　名　　
水 防 団
待 機
水 位

氾 濫
注 意
水 位

避 難
判 断
水 位

氾 濫
危 険
水 位

計 画
高 水 位

対象
距離

左26.8

右29.6

(無)8.0 (無)8.1

(有)9.7 (有)9.8

十二所 大館市十二所字十二所町
m

2.50
m 

3.00 
m

6.10
m

6.40
m
-

km
21.4

鷹巣 北秋田市鷹巣西大柳岱 5.60 6.10 7.80 7.90 8.791 14.3 

二ツ井 能代市二ッ井町比井野 3.00 4.50 6.30 6.80 7.394 19.4 

向能代 能代市向能代字上野 1.50 1.90 3.00 3.40 4.171 17.3 

支川
藤琴川

二ツ井 能代市二ツ井町比井野 3.00 4.50 6.30 6.80 7.394 1.4 

＊支川
小猿部川

堂ヶ岱 北秋田市脇神字堂ヶ岱 1.70 2.70 4.00 4.90 4.963 1.8 

岩館 湯沢市小野 2.60 3.10 3.20 3.90 4.291 15.8 

柳田橋 湯沢市柳田字中道下 1.40 2.00 3.50 4.20 4.380 3.2 

雄物川橋 横手市雄物川町深井 2.00 3.00 4.20 4.50 5.328 24.8 

大曲橋
大仙市
大曲小貫高畑字七ツ小屋

2.50 3.40 6.00 6.20 6.933 7.4 

支川
横手川

大曲橋
大仙市
大曲小貫高畑字七ツ小屋

2.50 3.40 6.00 6.20 6.933 1.2 

支川
丸子川

大曲橋
大仙市
大曲小貫高畑字七ツ小屋

2.50 3.40 6.00 6.20 6.933 1.5 

雄物川 神宮寺 大仙市神宮寺 3.50 5.00 5.50 5.70 9.032 

成瀬川
＊支川
成瀬川

安養寺
横手市
増田荻袋字萓刈場

1.50 2.40 3.50 3.80 - 3.0 

皆瀬川 支川皆瀬川 岩崎橋 湯沢市岩崎 1.00 1.70 2.40 2.60 3.794 9.0 

玉川 支川玉川 長野 大仙市長野 2.30 2.90 3.70 4.00 - 10.8 

雄物川
下　　流

雄物川 椿川 秋田市雄和椿川字方福 5.60 6.60 9.893 44.0 

子吉川
子吉川

明法 由利本荘市前郷字西川 1.50 2.20 4.00 4.70 5.750 4.4 

二十六木橋 由利本荘市蓼沼 3.30 4.00 5.60 6.00 6.395 11.3 

＊石沢川 鮎瀬 由利本荘市鮎瀬 2.50 3.40 4.20 － 5.789 2.6 

米代川

米代川

雄物川
上　　流

雄物川
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③洪水予報の担当官署

表４－１６ 直轄河川での洪水予報の担当官署（その１）

＊支川小猿部川、支川成瀬川は水位到達情報通知の担当官署。

担当官署 河川名 観測所名
水防

管理者
昼間連絡先 夜間連絡先

国 交 省

能　  代

河川国道

事 務 所

気 象 庁

秋田地方

気 象 台

米代川

十二所 大館市

大館市危機管理課

ＴＥＬ0186（43）7100

ＦＡＸ0185（49）1198

bousai@city.odate.lg.jp

大館市危機管理課

ＴＥＬ0186（43）7100

ＦＡＸ0186（49）1198

bousai@city.odate.lg.jp

鷹巣 北秋田市

北秋田市総務課

ＴＥＬ0186（62）1111

ＦＡＸ0186（63）2586

kikikanri@city.kitaakita.lg.jp

北秋田市総務課

ＴＥＬ0186（62）1111

ＦＡＸ0186（63）2586

kikikanri@city.kitaakita.lg.jp

二ツ井

能代市

能代市総務部総務課

ＴＥＬ0185（89）2115

ＦＡＸ0185（89）1752

soumu@city.noshiro.lg.jp

能代市総務部総務課

ＴＥＬ0185（89）2117(宿直）

ＦＡＸ0185（89）1762

soumu@city.noshiro.lg.jp
向能代

支川

藤琴川
二ツ井

＊支川

小猿部川
堂ヶ岱 北秋田市

北秋田市総務課

ＴＥＬ0186（62）1111

ＦＡＸ0186（63）2586

kikikanri@city.kitaakita.lg.jp

北秋田市総務課

ＴＥＬ0186（62）1111

ＦＡＸ0186（63）2586

kikikanri@city.kitaakita.lg.jp

国 交 省

湯　　沢

河川国道

事 務 所

気 象 庁

秋田地方

気 象 台

＊　　　　

支川成瀬川

　　　　　

支川皆瀬川

岩崎橋
湯沢市

湯沢市総務部総務課総合防災室

ＴＥＬ0183(55)8250

ＦＡＸ0183(73)2117

bousai@city.yuzawa.lg.jp

湯沢市総務部総務課総合防災室

ＴＥＬ0183(73)2111

ＦＡＸ0183(73)2117

bousai@city.yuzawa.lg.jp

横手市

横手市危機管理課

ＴＥＬ0182(35)2195

ＦＡＸ0182(33)1300

kikikanri@city.yokote.lg.jp

横手市消防本部

ＴＥＬ0182(32)1112

ＦＡＸ0182(32)1146

shoboshirei@city.yokote.lg.jp
支川横手川 大曲橋

雄物川

岩館
湯沢市

羽後町

湯沢市総務部総務課総合防災室

ＴＥＬ0183(55)8250

ＦＡＸ0183(73)2117

bousai@city.yuzawa.lg.jp

羽後町生活環境課

ＴＥＬ0183(62)2111

ＦＡＸ0183(62)2120

chosei@town.ugo.lg.jp

湯沢市総務部総務課総合防災室

ＴＥＬ0183(73)2111

ＦＡＸ0183(73)2117

bousai@city.yuzawa.lg.jp

羽後町生活環境課

ＴＥＬ0183(62)2111　　　　

ＦＡＸ0183(62)2120

chosei@town.ugo.lg.jp

柳田橋
湯沢市

羽後町

雄物川橋

羽後町

横手市

横手市危機管理課

ＴＥＬ0182(35)2195

ＦＡＸ0182(33)1300

kikikanri@city.yokote.lg.jp

横手市消防本部

ＴＥＬ0182(32)1112

ＦＡＸ0182(32)1146

shoboshirei@city.yokote.lg.jp

大仙市

大仙市総務部総合防災課

ＴＥＬ0187(63)1111

ＦＡＸ0187(62)9400

bousai@city.daisen.lg.jp

大仙市総合防災課

ＴＥＬ0187(63)1111

ＦＡＸ0187(62)9400

bousai@city.daisen.lg.jp
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表４－１７ 直轄河川での洪水予報の担当官署（その２）

＊支川石沢川は水位到達情報通知の担当官署。

担当官署 河川名
観測

所名

水防

管理者
昼間連絡先 夜間連絡先

国 交 省

湯　　沢

河川国道

事 務 所

気 象 庁

秋田地方

気 象 台

支川横手川 大曲橋

大仙市

大仙市総合防災課

ＴＥＬ0187(63)1111

ＦＡＸ0187(62)9400

bousai@city.daisen.lg.jp

大仙市総合防災課

ＴＥＬ0187(63)1111

ＦＡＸ0187(62)9400

bousai@city.daisen.lg.jp

支川丸子川 大曲橋

支川玉川 長野

雄物川

大曲橋

神宮寺

国 交 省

秋　　田

河川国道

事 務 所

気 象 庁

秋田地方

気 象 台

椿川 秋田市

秋田市防災安全対策課

ＴＥＬ018(888)5434

ＦＡＸ018(888)5435

ro-gnds@city.akita.lg.jp

秋田市消防本部指令課

ＴＥＬ018（823）4265

ＦＡＸ018（823）7214

ro-gnds@city.akita.lg.jp

秋田市防災安全対策課

※メールのみ送信

ro-gnds@city.akita.lg.jp

子吉川

明法

由利本荘市

由利本荘市危機管理課

ＴＥＬ0184（24）6238

ＦＡＸ0184（23）8191

kikikanri@city.yurihonjo.lg.jp

消防本部通信指令課

ＴＥＬ0184(22)-4292

ＦＡＸ0184(23)-5195

二十六木橋

＊支川石沢川 鮎瀬
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④洪水予報の発表形式

直轄河川での洪水予報の発表形式は、資料５－１のとおり。

⑤洪水浸水想定区域

直轄河川での洪水予報区域の浸水想定区域は表４－１８、４－１９のとおり。

表４－１８ 直轄河川での洪水予報区域の浸水想定区域（その１）

予 報 河川名 洪水予報 受持区間 洪水浸水想定区域

区域名 基準観測所

米代川 米代川 十二所 左岸 大館市比内町扇田地区～ 大館市

大館市外川原地区（北秋 扇田、二井田、吉富士・

田市境）まで 四羽出、板沢、外川原、

右岸 大館市山館地区～ 山館・金谷、池内、根下

大館市長坂地区 戸・舟場、立花・川口、

山田渡・土貝、横岩・岩

瀬、出口１・坂地、長坂・

大巻

鷹 巣 左岸 北秋田市向黒沢地区（大館 北秋田市

市境）～ 摩当、南鷹巣、小猿部川

北秋田市蟹沢地区 鷹巣左岸、蟹沢、糠沢、

右岸 北秋田市糠沢地区～ 鷹巣右岸上流、鷹巣右岸

北秋田市今泉 下流、坊沢、今泉

二ツ井 左岸 能代市二ツ井町麻生地区～ 能代市

能代市二ツ井町昭和新田 下田平、麻生、仁鮒、切

地区 石、富根、小繋、藤琴川、

右岸 能代市二ツ井町小繋地区～ 二ツ井、富田・外面

能代市二ツ井町冨田地区

向能代 左岸 能代市鶴形地区～ 能代市

能代市下浜地区 鰄渕・鶴形、中川原・悪

右岸 能代市常盤地区～ 土、中島、常盤、轟・産

能代市落合地区 物、朴瀬、吹越、落合

藤琴川 二ツ井 左右岸 米代川二ツ井観測所と同

能代市二ツ井町荷揚場地区～ 一

米代川合流点
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表４－１９ 直轄河川での洪水予報区域の浸水想定区域（その２）

予 報 河川名 洪水予報 受持区間 洪水浸水想定区域

区域名 基準観測所

雄物川 雄物川 岩 館 役内川合流点～柳田橋 湯沢市

上 流 上流 酒蒔地区

字柴目地区

字関合地区

字千刈地区

字高前地区

字鳥海地区

字平館地区

字新川原地区

字福俵地区

字旭田地区

字下田面地区

倉内地区

柳田地区

金谷地区

八幡地区

字大倉谷地地区

字大森地区

字栄田地区

字館ノ堀地区

森地区

字小豆田地区

字大島地区

字沖鶴地区

字鶴館地区

字中川原地区

字中野地区

字両神地区

字万石地区

岡田町地区

幸町地区

材木町地区

清水町地区

千石町地区

田町地区

西新町地区

元清水地区
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字沼樋地区

関口地区

上関地区

下関地区

相川地区

小野地区

桑崎地区

字内川端地区

字雄勝田地区

字上荻生田地区

字上下舘地区

字上六日町地区

字上二井田地区

字下川原地区

字下二井田地区

字下六日町地区

字高屋敷地区

字田ノ沢地区

字中屋敷地区

字西中川原地区

字福島開地区

字藤花地区

字鶴巻地区

山田地区

深堀地区

泉沢地区

雄勝郡羽後町

羽後町貝沢集落

柳田橋 柳田橋～皆瀬川合流点 湯沢市

柳田地区

八幡地区

角間地区

字柴目地区

字関合地区

字高前地区新川原地区

雄勝郡羽後町

掵ノ上集落

京塚集落

大久保集落

下開集落
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清水集落

中前集落

柏原集落

鳥居集落

三輪団地集落

杉宮集落

田畑集落

雄物川橋 皆瀬川合流点～横手川合流点 雄勝郡羽後町

鵜巣集落

上鵜巣集落

下川原集落

嶋田集落

養蚕集落

高尾田集落

新町集落

四ツ屋集落

下郡集落

上郡集落

大久保集落

下開集落

横手市

大森町川西地区

大森町大森地区

大雄阿気地区

大雄福島集落

大雄野崎集落

大雄新町集落

大雄折橋集落

大雄高津野集落

雄物川町矢神集落

雄物川町狼澤集落

雄物川町館合地区

雄物川町沼館地区

雄物川町福地地区

雄物川町里見地区

雄物川町大沢地区

平鹿町浅舞地区

十文字町睦合地区

平鹿町中吉田

大仙市



33

藤木地区

角間川

内小友

仙北郡美郷町

大久保地域

万願寺地域

大曲橋 横手川合流点～玉川合流点 大仙市

花館地区

角間川

藤木地区

大曲地区

戸地谷

市堀見内

高梨

橋本

内小友

大曲西根

蛭川

仙北郡美郷町

大久保地域

万願寺地域

神宮寺 玉川合流点～大仙市秋田市行政境 大仙市

北野目

協和峰吉川

協和小種

協和中淀川

協和下淀川

神宮寺

刈和野

宇留井谷地

北楢岡

花館間倉

花館豊後野

強首

土川

寺館

高城

九升田

大沢郷寺

正手沢
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木原田

金山沢

杉山田

大沢郷宿

大巻

南外南楢岡地区

南外中宿

南外落合

南外下袋

南外大向

南外湯ノ又

横手川 大曲橋 出川合流点～雄物川合流点 大仙市

花館地区

角間川

藤木地区

大曲地区

戸地谷

市堀見内

高梨

橋本

内小友

大曲西根

蛭川

仙北郡美郷町

大久保地域

万願寺地域

丸子川 大曲橋 大盛橋～雄物川合流点 大仙市

花館地区

角間川

藤木地区

大曲地区

戸地谷

市堀見内

高梨

橋本

内小友

大曲西根

蛭川

仙北郡美郷町

大久保地域
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万願寺地域

＊ 左岸 横手市増田町大字萩袋

成瀬川 成瀬川 安養寺 字真人～皆瀬川合流点 －

右岸 横手市増田町大字真人

字山下～皆瀬川合流点

皆瀬川 皆瀬川 岩崎橋 成瀬川合流点～雄物川合流点 横手市

十文字町植田地区

十文字町三重地区

十文字町佐賀会

十文字町仁井田

増田町増田

増田町戸波

増田町荻袋

増田町三又

増田町八木地区

十文字町栄町

湯沢市

八幡地区

二井田地区

角間地区

字高前地区

字関合地区

字平館地区

岩崎地区

大仙市

角間川字木内

角間川字布晒

角間川字門目

雄勝郡羽後町

大久保集落

玉 川 玉川 長 野 左岸 大仙市長野字開 大仙市

～雄物川合流点 長野

右岸 大仙市長野字八乙女 長野字竹原

～雄物川合流点 鑓見内

清水字七曲

清水字甲沖田

清水字沖田大吹

長戸呂

四ツ屋地区

花館地区
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雄 物 川 雄物川 椿川 左岸 大仙市秋田市行政境 秋田市

下流 下流 ～雄物川河口まで 大町三丁目から六丁目、

右岸 大仙市秋田市行政境 旭北、旭南、川元、川尻

～雄物川河口まで 上野町・大川町・御休

町、川尻町字大川反、山

王、千秋明徳町、中通、

南通、楢山、茨島、八橋

運動公園、八橋本町、八

橋田五郎二丁目、八橋イ

サノ一丁目、八橋南、八

橋字下八橋、東通仲町、

東通観音前、東通館ノ越、

東通一丁目・六丁目・七

丁目、手形字西谷地、新

屋大川町、新屋扇町、新

屋表町、新屋鳥木町、新

屋比内町、新屋沖田町、

新屋前野町、新屋高美町、

新屋渋谷町、新屋田尻沢

東町・中町・西町、新屋

町字渋谷地・字田尻沢、

新屋豊町、新屋天秤野、

新屋朝日町、新屋松美ガ

丘東町、向浜一丁目、浜

田字館ノ丸・字町端・字

町ノ下、豊岩、下浜楢田・

八田、牛島、卸町、大住、

仁井田、御野場、四ツ小

屋、上北手荒巻・大戸・

百崎、寺内蛭根、寺内後

城、寺内大小路、寺内神

屋敷、河辺豊成・畑谷、

雄和

子吉川 子吉川 明 法 左岸 由利本荘市吉沢地区 由利本荘市

～南福田地区 南福田地区、鮎瀬地区、

右岸 由利本荘市吉沢地区 東鮎川地区、黒沢地区、

～石沢川合流点 曲沢地区、森子地区、前

郷地区、陳ヶ森地区、久

保田地区、川西地区、蟹

沢地区、土倉地区、山本
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地区、新上条地区、吉沢

地区

二十六木 左岸 由利本荘市南福田地区 由利本荘市

～子吉川河口まで 石脇地区、本荘市街地、

右岸 石沢川合流点 川口地区、福山地区、土

～子吉川河口まで 谷地区、二十六木地区、

大中ノ沢地区、薬師堂地

区、三条地区、宮内地区、

埋田地区、藤崎地区、荒

町地区、玉ノ池地区、万

願寺地区、上野地区、葛

法地区、船岡地区、南福

田地区

＊ 左岸 由利本荘市鳥川字沖真田 －

石沢川 鮎 瀬 ～子吉川合流点

右岸 由利本荘市上野字蛇田

～子吉川合流点

＊雄物川水系成瀬川及び子吉川水系石沢川は水位到達情報通知河川。

⑥洪水予報の伝達経路及び手段

直轄河川での水防法に基づく洪水予報の伝達経路及び手段は、資料５－２のとおり。
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（３）県と気象庁が共同で行う洪水予報

①県管理河川で洪水予報を行う河川名、区域、担当官署

表４－２０ 県管理河川の洪水予報区域

予 報 水系名 河川名 実 施 区 間 基 準 担当官署

区域名 地 点

左岸 秋田市太平山谷字鵁ノ鳥地先 秋田県建設部

（地主橋）～ 河川砂防課

太平川 雄物川 太平川 旭川合流点 牛 島

右岸 秋田市太平山谷字地主地先 気象庁

（地主橋）～ 秋田地方気象台

旭川への合流点

②洪水予報の対象となる基準観測所

表４－２１ 県管理河川の洪水予報区域の対象となる基準観測所

予 報 河川名 観 測 地先名 水防団 氾濫 避難 氾濫

区域名 所 名 待機水位 注意水位 判断水位 危険水位

太平川 太平川 牛島 秋田市牛島 ２．００m ３．００m ３．３０m ３．７０m

※洪水実績に応じて基準水位を見直す場合がある。

③洪水予報の発表形式

県管理河川の洪水予報の発表形式は、資料５－３のとおり。

④浸水想定区域

表４－２２ 県管理河川の洪水予報区域の浸水想定区域

予 報 区 河川名 洪水予報基 受持区間 浸水想定区域

域名 準観測

太平川 太平川 牛島 左岸 秋田市太平山谷字鵁ノ鳥地先 秋田市

（地主橋）～

旭川合流点

右岸 秋田市太平山谷字地主地先

（地主橋）～

旭川への合流点

※浸水想定区域は河川整備の計画降雨により浸水が想定される区域。

⑤洪水予報の伝達経路及び手段

秋田県が実施する水防法に基づく洪水予報の伝達経路及び手段は、資料５－４のとおり。
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4.3 水位周知河川における水位到達情報

（１）種類及び発表基準

知事は、国土交通大臣が指定した河川について水位到達情報の通知を受けたとき、又は知

事が指定した河川について、水位が氾濫危険水位（法第13条第１項及び第２項に規定される

洪水特別警戒水位）に達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して水防管理者

及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知

させるものとする。

また、知事が指定した河川について通知をした知事は、避難のための立退きの勧告又は指

示の判断に資するため、関係市町村長にその通知に係る事項を通知するものとする。

氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位への到達情報（氾濫注意水位を下回った場合の

情報（氾濫注意情報の解除）を含む）、氾濫発生情報の発表は、可能な範囲で行うこととす

る。

発表する情報の種類、発表基準は、表４－２３のとおり。

表４－２３ 水位周知情報の種類と発表基準

種 類 発表基準

氾濫注意情報 基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達したとき

氾濫警戒情報 基準地点の水位が避難判断水位に到達したとき

氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達したとき

氾濫発生情報 氾濫が発生したとき

※氾濫危険水位は、箇所毎の危険水位を洪水予報観測所に換算した水位のうち、洪水予報

の受け持つ予報区域において最も低い水位である。箇所毎の危険水位は、計画高水位もし

くは越水又は溢水が発生するまでのリードタイムを考慮して設定した水位のどちらか低い

方の水位をもって設定している。

（２）国土交通省が行う水位到達情報の通知

①水位到達情報の通知を行う河川名、区域。

直轄河川水位到達情報の通知を行う河川名、区域は表４－１４のとおり。

②水位到達情報の通知の対象となる基準観測所

直轄河川水位到達情報の通知を行う基準観測所は表４－１５のとおり。

③水位到達情報の通知の担当官署

直轄河川水位到達情報の通知を行う担当官署は表４－１６、４－１７の各河川国道事務

所。

④水位到達情報の通知の発表形式

直轄河川水位到達情報通知の発表形式は、資料５－１のとおり。
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⑤洪水浸水想定区域

直轄河川水位到達情報通知の洪水浸水想定区域は表４－１８、４－１９のとおり。

⑥水位到達情報の伝達経路及び手段

直轄河川水位到達情報通知の伝達経路は、資料５－６のとおり。
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（３）県が行う水位到達情報の通知

①水位到達情報の通知を行う河川名、区域

表４－２４ 県管理河川での水位到達情報の通知を行う河川名、区域

＊洪水予報河川である太平川も加えている。

水系名 河川名 観測所名 警戒区域

米代川

米代川

花輪 鹿角市八幡平字長嶺端～間瀬川合流点

末広 間瀬川合流点～土深井沢川合流点

扇田 土深井沢川合流点～大館市比内扇田字本道端77

福士川 福士川 鹿角市花輪字福士川～米代川合流点

大湯川 毛馬内２ 鹿角市十和田安久谷川合流点～米代川合流点

小坂川 毛馬内１ 小坂町古遠部川合流点～大湯川合流点

熊沢川 谷内 鹿角市八幡平字永田根瀬（根瀬橋）～米代川合流点

阿仁川

阿仁前田 北秋田市阿仁萱草大橋～北秋田市浦田橋

米内沢 北秋田市浦田橋～小阿仁川合流点

木戸石 小阿仁川合流点～米代川合流点

長木川
有浦 大館市茂内一の渡橋～JR花輪線橋梁

餅田 JR花輪線橋梁～米代川合流点

下内川
白沢 大館市白沢中の渡橋～大森川合流点

松峰 大森川合流点～長木川合流点

小阿仁川
杉花 朦沢合流点～仏社川合流点

三木田 仏社川合流点～阿仁川合流点

小猿部川 脇神 品類川合流点～北秋田市脇神

綴子川 田中 綴子橋～米代川合流点

藤琴川 藤琴 藤里町藤琴～能代市高岩橋

雄物川

太平川 牛島 秋田市太平皿見内地主橋～旭川合流点

旭川 中島 秋田市添川橋～旧雄物川合流点

草生津川 寺内 秋田市外旭川字一本木～旧雄物川合流点

猿田川 仁井田 秋田市仁井田福島～太平川合流点

新城川 笠岡 秋田市上新城中字堂ノ前～旧雄物川合流点

岩見川 坂本 秋田市河辺萱森橋～雄物川合流点

丸子川 田茂木 美郷町六郷関田部落堤防地点～雄物川合流点

福部内川 福見 大仙市大曲上高畑～丸子川合流点

窪堰川 高関上郷 大仙市高関上郷半在家橋～丸子川合流点

川口川 坂見内 大仙市坂見内八景橋～丸子川合流点

矢島川 本堂城回 美郷町本堂城回字一本杉～丸子川合流点

斉内川 新町 大仙市清水坂ノ上橋～玉川合流点

玉川
岩瀬 仙北市角館町舟場～桧木内川合流点

下鶯野 桧木内川合流点～斉内川合流点

桧木内川

宮田 仙北市西木内町桁沢～仙北市西木町小波内

吉田 仙北市西木町小波内～仙北市西木町下田

門屋 潟尻川合流点～仙北市角館町赤平

赤平橋 仙北市角館町赤平～玉川合流点

横手川
寺村 横手市旭川橋～雄物川合流点

朝倉 横手市旭川橋～本郷橋

役内川 横堀 湯沢市秋の宮川井橋～雄物川合流点

子吉川 芋川
松本 由利本荘市小栗山～由利本荘市徳沢橋

舘前 由利本荘市徳沢橋～子吉川合流点

馬場目川

馬場目川 久保 五城目町坊井地堤防地点～八郎潟

三種川
下岩川 三種町上岩川大荒井沢合流点～谷地の沢川合流点

森岳 谷地の沢川合流点～八郎潟
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②水位到達情報の通知の対象となる基準観測所

表４－２５ 秋田県管理河川での水位到達情報の通知の対象となる基準観測所（その１）

＊太平川 牛島観測所は洪水予報区間である。

※洪水実績に応じて基準水位を見直す場合がある。

河川名 観測所名 位置
水防団
待機水位

氾濫
注意水位

避難判断
水位

氾濫
危険水位

水防
管理者

米代川

花輪 鹿角市尾去沢字下モ平 1.50 2.00 2.50 3.50 鹿角市

末広 鹿角市十和田末広 1.50 2.20 2.80 3.80 鹿角市

扇田 大館市扇田本道端 2.70 3.50 3.70 4.00 大館市

福士川 福士川 鹿角市花輪字下沢田 0.50 0.65 0.75 0.90 鹿角市

大湯川 毛馬内２ 鹿角市十和田毛馬内 1.50 1.80 2.40 3.40 鹿角市

小坂川 毛馬内１ 鹿角市十和田瀬田石 1.00 2.00 2.60 3.60
鹿角市
小坂町

熊沢川 谷内 鹿角市八幡平字夏井上田表 0.75 1.35 1.80 2.30 鹿角市

阿仁川

阿仁前田 北秋田市阿仁前田下川 2.10 3.00 4.20 4.90 北秋田市

米内沢 北秋田市米内沢出向井 2.50 3.00 4.40 4.80 北秋田市

木戸石 北秋田市木戸石上務田 3.00 4.30 6.80 7.10 北秋田市

長木川
有浦 大館市有浦六丁目 1.20 2.00 2.80 3.70 大館市

餅田 大館市餅田石渕袋 1.20 2.00 3.00 3.50 大館市

下内川
白沢 大館市白沢伊勢堂下 0.80 1.00 1.20 1.50 大館市

松峰 大館市松峰村下 1.30 1.60 2.80 3.40 大館市

小阿仁川
杉花 上小阿仁村堂川杉花 1.60 2.30 3.00 3.50 上小阿仁村

三木田 北秋田市三木田 1.80 2.20 4.40 4.60 北秋田市

小猿部川 脇神 北秋田市脇神広砂坂 2.00 2.50 4.50 5.00 北秋田市

綴子川 田中 北秋田市綴子柳中 1.35 1.85 3.00 3.20 北秋田市

藤琴川 藤琴 藤里町藤琴字相の図 1.80 2.30 3.80 4.40
藤里町
能代市

太平川 牛島＊ 秋田市牛島 2.00 3.00 3.30 3.70 秋田市

旭川 中島 秋田市保戸野中町 2.20 2.73 3.42 3.60 秋田市

草生津川 寺内 秋田市寺内 1.80 2.80 3.00 3.60 秋田市
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表４－２６ 秋田県管理河川での水位到達情報の通知の対象となる基準観測所（その２）

※洪水実績に応じて基準水位を見直す場合がある。

河川名 観測所名 地先名
水防団
待機水位

氾濫
注意水位

避難判断
水位

氾濫
危険水位

水防
管理者

猿田川 仁井田 秋田市仁井田 1.40 2.30 2.55 2.70 秋田市

新城川 笠岡 秋田市下新城笠岡 1.30 1.50 1.70 2.30 秋田市

岩見川 坂本 秋田市河辺坂本 1.20 2.30 3.50 4.10 秋田市

丸子川 田茂木 大仙市高梨字田茂木 3.00 4.00 4.50 5.10
大仙市
美郷町

福部内川 福見 大仙市大曲福見町 1.20 1.60 2.50 2.70 大仙市

窪堰川 高関上郷 大仙市高関上字鳥谷場 1.40 2.10 2.70 3.00 大仙市

川口川 坂見内 大仙市板見内字蛇塚 2.60 4.00 4.50 4.80 大仙市

矢島川 本堂城回 美郷町本堂城回字島田 0.90 1.60 2.20 2.40
大仙市
美郷町

斉内川 新町 大仙市長野字新町 1.40 1.70 1.90 2.15 大仙市

玉川
岩瀬 仙北市岩瀬字下夕野 3.70 4.10 5.20 5.50

大仙市
仙北市

下鶯野 大仙市下鶯野字長瀬 3.40 4.00 4.50 5.00 大仙市

桧木内川

宮田 仙北市上桧木内字寺村 1.40 1.70 2.10 2.40 仙北市

吉田 仙北市下桧木内字吉田 1.60 2.62 4.20 4.50 仙北市

門屋 仙北市小山田字高野 2.00 2.70 3.70 4.40 仙北市

赤平橋 仙北市角舘東前郷 2.10 3.20 3.80 4.50 仙北市

横手川
寺村 横手市黒川字寺村 1.50 2.50 4.10 4.50 横手市

　大仙市　
美郷町朝倉 横手市朝倉 1.50 2.50 3.90 4.10

役内川 横堀 湯沢市横堀 1.00 1.50 2.10 2.50 湯沢市

芋川

松本 由利本荘市松本字前野 2.90 3.50 4.30 4.60 由利本荘市

舘前
由利本荘市内越字家の

前
3.20 4.30 6.20 6.60 由利本荘市

馬場目川 久保 五城目町久保 2.00 2.60 3.10 3.40
五城目町
八郎潟町

三種川
下岩川 三種町下岩川 2.30 2.80 3.10 3.60 三種町

森岳 三種町森岳字小中野 2.50 3.00 3.90 4.50 三種町
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③水位到達情報の通知の担当官署

表４－２７ 秋田県管理河川の水位到達情報の通知の担当官署（その１）

担　当

官　署
河川名 観測所名

水防

管理者
昼間連絡先 夜間連絡先

鹿  角

地  域

振興局

建設部

米代川
花　輪

鹿角市

鹿角市総務課

ＴＥＬ 0186（30）0299

ＦＡＸ 0186（30）1122

bousai@city.kazuno.lg.jp

鹿角広域行政組合消防署

ＴＥＬ 0186（23）5601

ＦＡＸ 0186（23）5604

torm002@fdkazuno.jp

末　広

福士川 福士川

大湯川 毛馬内２

熊沢川 谷　内

小坂川 毛馬内１

小坂町

小坂町町民課

ＴＥＬ 0186（29）3928

ＦＡＸ 0186（29）3728

ksk-kankyo@town.kosaka.akita.jp

鹿角広域行政組合消防署小坂

分署

ＴＥ L0186（29）2119

ＦＡＸ 0186（29）3731

fdkosaka@atlas.plala.or.jp

北秋田

地  域

振興局

建設部

米代川 扇　田 大館市

大館市危機管理課

ＴＥＬ 0186（43）7100

ＦＡＸ 0186（49）1198

bousai@city.odate.lg.jp

大館市危機管理課

ＴＥＬ 0186（43）7100

ＦＡＸ 0186（49）1198

bousai@city.odate.lg.jp

阿仁川

阿仁前田

北秋田市

北秋田市総務課

ＴＥＬ 0186（62）6602

ＦＡＸ 0186（63）2586

kikikanri@city.kitaakita.lg.jp

北秋田市総務課

ＴＥＬ 0186（62）6602

ＦＡＸ 0186（63）2586

kikikanri@city.kitaakita.lg.jp
米内沢

木戸石

長木川
有　浦

大館市

大館市危機管理課

ＴＥＬ 0186（43）7100

ＦＡＸ 0186（49）1198

bousai@city.odate.lg.jp

大館市危機管理課

ＴＥＬ 0186（43）7100

ＦＡＸ 0186（49）1198

bousai@city.odate.lg.jp

餅　田

下内川
白　沢

松　峰

小阿仁川

杉　花 上小阿仁村

上小阿仁村住民福祉課

ＴＥＬ 0186（77）2221

ＦＡＸ 0186（77）2227

bousai@vill.kamikoani.lg.jp

上小阿仁村住民福祉課

ＴＥＬ 0186（77）2221

ＦＡＸ 0186（77）2227

bousai@vill.kamikoani.lg.jp

三木田

北秋田市

北秋田市総務課

ＴＥＬ 0186（62）6602

ＦＡＸ 0186（63）2586

kikikanri@city.kitaakita.lg.jp

北秋田市総務課

ＴＥＬ 0186（62）6602

ＦＡＸ 0186（63）2586

kikikanri@city.kitaakita.lg.jp
小猿部川 脇　神

綴子川 田　中
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表４－２８ 秋田県管理河川の水位到達情報の通知の担当官署（その２）

担　当

官　署
河川名 観測所名

水防

管理者
昼間連絡先 夜間連絡先

山　本

地　域

振興局

建設部

藤琴川 藤 　琴
藤里町

能代市

藤里町生活環境課

ＴＥＬ0185（79）2115

ＦＡＸ0185（79）2116

seikatsu@town.fujisato.lg.jp

藤里町生活環境課

ＴＥＬ0185（79）2111

ＦＡＸ0185（79）2116

seikatsu@town.fujisato.lg.jp

能代市総務部総務課

ＴＥＬ0185（89）2115

ＦＡＸ0185（89）1792

soumu@city.noshiro.lg.jp

能代市総務部総務課

ＴＥＬ0185（89）2117(宿直）

ＦＡＸ0185（89）1792

soumu@city.noshiro.lg.jp

三種川
森  岳

下岩川
三種町

三種町町民生活課

ＴＥＬ0185(85)4823

ＦＡＸ0185(85)2178

chomin@town.mitane.lg.jp

三種町町民生活課

ＴＥＬ0185(85)4823

ＦＡＸ0185(85)2178

chomin@town.mitane.lg.jp

秋　田

地　域

振興局

建設部

太平川 牛　　島

秋田市

秋田市防災安全対策課

ＴＥＬ018（888）5434

ＦＡＸ018（888）5435

ro-gnds@city.akita.lg.jp

秋田市消防本部指令課

ＴＥＬ018（823）4265

ＦＡＸ018（823）7214

ro-gnds@city.akita.lg.jp

旭川 中　　島

草生津川 寺　　内
秋田市防災安全対策課

※メールのみ送信

ro-gnds@city.akita.lg.jp

猿田川 仁井田

新城川 笠　　岡

岩見川 坂　　本

馬場目川 久　保

五城目町

五城目町消防署

ＴＥＬ018(852)2028

ＦＡＸ018(852)4367

syobo@town.gojome.lg.jp

五城目町消防署

ＴＥＬ018(852)2028

ＦＡＸ018(852)4367

syobo@town.gojome.lg.jp

八郎潟町

八郎潟町町民福祉課

ＴＥＬ018(875)5806

ＦＡＸ018(875)3096

tyoumin@town.hachirogata.lg.

jp

八郎潟町町民福祉課

ＴＥＬ018(875)5806

ＦＡＸ018(875)3096

tyoumin@town.hachirogata.lg.

jp

由　利

地　域

振興局

建設部

芋川
松　本

舘　前
由利本荘市

由利本荘市危機管理課

ＴＥＬ0184（24）6233

ＦＡＸ0184（23）8191

kikikanri@city.yurihonjo.lg.

jp

本荘消防署　通信指令課

ＴＥＬ0184(22)4292

ＦＡＸ0184(23)5195
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表４－２９ 秋田県管理河川の水位到達情報の通知の担当官署（その３）

④水位到達情報の通知の発表形式

秋田県管理河川水位到達情報通知の発表形式は、資料５－５のとおり。

担　当

官　署
河川名 観測所名

水防

管理者
昼間連絡先 夜間連絡先

仙　北

地　域

振興局

建設部

丸子川 田茂木

大仙市

美郷町

大仙市総合防災課

ＴＥＬ0187(63)1111

ＦＡＸ0187(62)9400

bousai@city.daisen.lg.jp

大仙市総合防災課

ＴＥＬ0187(63)1111

ＦＡＸ0187(62)9400

bousai@city.daisen.lg.jp

矢島川 本堂城回

美郷町住民生活課

ＴＥＬ0187(84)4903

ＦＡＸ0187(85)2107

jyumin@town.akita-misato.lg.jp

美郷町住民生活課

ＴＥＬ0187(84)4903

ＦＡＸ0187(85)2107

jyumin@town.akita-misato.lg.jp

福部内川 福　見

大仙市

大仙市総合防災課

ＴＥＬ0187(63)1111

ＦＡＸ0187(62)9400

bousai@city.daisen.lg.jp

大仙市総合防災課

ＴＥＬ0187(63)1111

ＦＡＸ0187(62)9400

bousai@city.daisen.lg.jp

窪堰川 高関上郷

川口川 板見内

斉内川 新　町

玉川

下鶯野

岩　瀬

仙北市

仙北市総合防災課

ＴＥＬ0187(43)1115

ＦＡＸ0187(43)1300

bousai@city.semboku.akita.jp

仙北市総合防災課

ＴＥＬ0187(43)1115

ＦＡＸ0187(43)1300

bousai@city.semboku.akita.jp

桧木内川

宮　田

吉　田

門　屋

赤平橋

平　鹿

地　域

振興局

建設部

横手川
寺　村

朝　倉

大仙市

大仙市総合防災課

ＴＥＬ0187(63)1111

ＦＡＸ0187(62)9400

bousai@city.daisen.lg.jp

大仙市総合防災課

ＴＥＬ0187(63)1111

ＦＡＸ0187(62)9400

bousai@city.daisen.lg.jp

美郷町

美郷町住民生活課

ＴＥＬ0187(84)4903

ＦＡＸ0187(85)2107

jyumin@town.akita-misato.lg.jp

美郷町住民生活課

ＴＥＬ0187(84)4903

ＦＡＸ0187(85)2107

jyumin@town.akita-misato.lg.jp

横手市

横手市危機管理課

ＴＥＬ0182(35)2195

ＦＡＸ0182(33)1300

kikikanri@city.yokote.lg.jp

横手市消防本部

ＴＥＬ0182(32)1112

ＦＡＸ0182(32)1146

shoboshirei@city.yokote.lg.jp

雄　勝

地　域

振興局

建設部

役内川 横　堀 湯沢市

湯沢市総務部総務課総合防災室

ＴＥＬ0183(55)8250

ＦＡＸ0183(73)2117

bousai@city.yuzawa.lg.jp

湯沢市総務部総務課総合防災室

ＴＥＬ0183(73)2111

ＦＡＸ0183(73)2117

bousai@city.yuzawa.lg.jp
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⑤洪水浸水想定区域

表４－３０ 秋田県管理河川水位到達情報通知河川の浸水想定区域

＊浸水想定区域は河川整備の計画降雨により浸水が想定される区域。

水系名 河川名 観測所名 浸水想定区域

米代川

米代川

花輪 鹿角市

末広 鹿角市

扇田 大館市

福士川 福士川 鹿角市

大湯川 毛馬内２ 鹿角市

小坂川 毛馬内１ 鹿角市、小坂町

熊沢川 谷内 鹿角市

阿仁川

阿仁前田 北秋田市

米内沢 北秋田市

木戸石 北秋田市

長木川
有浦 大館市

餅田 大館市

下内川
白沢 大館市

松峰 大館市

小阿仁川
杉花 上小阿仁村

三木田 北秋田市

小猿部川 脇神 北秋田市

綴子川 田中 北秋田市

藤琴川 藤琴 能代市、藤里町

雄物川

太平川 牛島 秋田市

旭川 中島 秋田市

草生津川 寺内 秋田市

猿田川 仁井田 秋田市

新城川 笠岡 秋田市

岩見川 坂本 秋田市

丸子川 田茂木 大仙市、美郷町

福部内川 福見 大仙市

窪堰川 高関上郷 大仙市

川口川 坂見内 大仙市

矢島川 本堂城回 大仙市、美郷町

斉内川 新町 大仙市

玉川
岩瀬 仙北市

下鶯野 仙北市、大仙市

桧木内川

宮田 仙北市

吉田 仙北市

門屋 仙北市

赤平橋 仙北市

横手川 寺村、朝倉 横手市、大仙市、美郷町

役内川 横堀 湯沢市

子吉川 芋川
松本 由利本荘市

舘前 由利本荘市

馬場目川
馬場目川 久保 五城目町、八郎潟町

三種川 森岳、下岩川 三種町



48

⑥水位到達情報の伝達経路及び手段

秋田県管理河川の水防法に基づく水位到達情報の伝達経路は、資料５－７のとおり。

4.4 水位周知下水道における水位到達情報

（１）種類及び発表基準

知事は、知事が指定した水位周知下水道について、水位が内水氾濫危険水位（雨水出水

特別警戒水位）に達したときは、その旨を当該水位周知下水道の水位を示して水防管理者

及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周

知させるものとする。

また、知事が指定した水位周知下水道について通知をした知事は、避難のための立退き

の勧告又は指示の判断に資するため、関係市町村長にその通知に係る事項を通知するもの

とする。

市町村長は、当該市町村長が指定した水位周知下水道について、水位が内水氾濫危険水

位（雨水出水特別警戒水位）に達したときは、その旨を当該水位周知下水道の水位を示し

て水防管理者、量水標管理者及び県知事に通知し、必要に応じて報道機関の協力を求めて、

一般に周知させるものとする。

内水氾濫危険水位を下回り、氾濫のおそれがなくなった場合は、その旨の情報（内水氾

濫危険情報の解除）を、可能な限り速やかに発表することとする。

発表する情報の種類、発表基準は、次のとおりである。

種 類 発表基準

内水氾濫危険情報 基準水位観測所の水位が内水氾濫注意水位（雨水出水特別警

戒水位）に到達したとき

内水氾濫危険情報解除 基準水位観測所の水位が内水氾濫注意水位（雨水出水特別警

戒水位）を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき

（２）県が行う水位到達情報の通知

①水位到達情報の通知を行う排水施設等名、区域

現在、県が水位到達情報の通知を行う排水施設等はない。

（３）市町村が行う水位到達情報の通知

①水位到達情報の通知を行う排水施設等名、区域

現在、市町村が水位到達情報の通知を行う排水施設はない。
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4.5 水位周知海岸における水位到達情報

（１）種類及び発表基準

知事は、知事が指定した海岸について、水位が高潮氾濫危険水位（法第13 条の３に規

定される高潮特別警戒水位）に達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して水防管理

者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に

周知させるものとする。

また、知事が指定した海岸について通知をした知事は、避難のための立退きの勧告又は

指示の判断に資するため、関係市町村長にその通知に係る事項を通知するものとする。

高潮氾濫発生情報の発表は、可能な範囲で行うこととする。

高潮氾濫危険水位を下回り、氾濫のおそれがなくなった場合は、その旨の情報（高潮氾

濫危険情報の解除）を、可能な限り速やかに発表することとする。

発表する情報の種類、発表基準は、次のとおりである。

種 類 発表基準

高潮氾濫危険情報 基準水位観測所の水位が高潮氾濫注意水位（高潮特別警戒水

位）に到達したとき

高潮氾濫発生情報 氾濫が発生したとき

高潮氾濫危険情報解除 基準水位観測所の水位が高潮氾濫危険水位（高潮特別警戒水

位）を下回ったとき

（２）水位到達情報の通知

①水位到達情報の通知を行う海岸名、区域

現在、水位到達情報の通知を行う海岸はない。
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4.6 水防警報

4.6.1 安全確保の原則

水防警報は、洪水、津波又は高潮によって災害が発生するおそれがあるとき、水防を行

う必要がある旨を警告するものであるが、津波の発生時における水防活動その他危険を伴

う水防活動にあたっては、従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでな

ければならない。

そのため、水防警報の発表については、水防活動に従事する者の安全確保に配慮して通

知するものとする。なお、津波到達時間が短すぎて、水防活動を行うことが難しいと想定

される場合は、水防警報を発表しないという整理の仕方もある。

4.6.2 洪水・高潮時の河川に関する水防警報

（１）種類及び発表基準

知事は、国土交通大臣が指定した河川について、水防警報の通知を受けたとき、又は知事

が指定した河川について水防警報をしたときは、関係水防管理者その他水防に関係のある機

関に通知するものとする。水防警報の種類、内容及び発表基準は、表４－３１のとおり。

表４－３１ 水防警報の種類及び発表基準

種 類 内 容 発表基準

待 機 出水あるいは水位の再上昇が懸念される場合に、気象予・警報等及び河川

＊ 状況に応じて直ちに水防機関が出動できるよう 状況等により、必要と認

国交省 に待機する必要がある旨を警告し、又は、水防 めるとき。

の み 機関の出動期間が長引くような場合に、出動人

員を減らしても差支えないが、水防活動をやめ

ることはできない旨を警告するもの。

準 備 水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、水 雨量、水位、流量とその

門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努め 他の河川状況により必要

るとともに、水防機関に出動の準備をさせる必 と認めるとき。

要がある旨を警告するもの。

出 動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するも 氾濫注意情報等により、

の。 又は、水位、流量その他

の河川状況により、氾濫

注意水位（警戒水位）を超

えるおそれがあるとき。

解 除 水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及 氾濫注意水位（警戒水位）

び当該基準水位観測所名による一連の水防警報 以下に下降したとき、又

を解除する旨を通告するもの。 は水防作業を必要とする

河川状況が解消したと認

めるとき。

＊「待機」は国道交通省が直轄河川に行う。

※地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。
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（２）国土交通省が行う水防警報

①水防警報を行う河川名、区域

直轄河川の予報区域と同一であり、表４－１４のとおり。

②水防警報の対象となる基準観測所

直轄河川水防警報の対象となる基準観測所は、表４－３２のとおり。

表４－３２ 直轄河川の水防警報の対象となる基準観測所

＊支川成瀬川は対象外

椿川観測所の（無）無堤防、（有）は有堤防

河川名 観測所名 地　　先　　名　　 水 防 団
待機 水 位

氾 濫
注意 水 位

避 難
判断 水 位

氾 濫
危険 水 位

計 画
高 水 位

水防管理
団体

(無)8.0 (無)8.1

(有)9.7 (有)9.8

十二所 大館市十二所字十二所町
m

2.50
m

3.00
m

6.10
m

6.40
m
-

大館市

鷹巣 北秋田市鷹巣西大柳岱 5.60 6.10 7.80 7.90 8.791 北秋田市

二ツ井 能代市二ッ井町比井野 3.00 4.50 6.30 6.80 7.394

能代市向能代 能代市向能代字上野 1.50 1.90 3.00 3.40 4.171

支川
藤琴川

二ツ井 能代市二ッ井町比井野 3.00 4.50 6.30 6.80 7.394

支川
小猿部川

堂ヶ岱 北秋田市脇神字堂ヶ岱 1.70 2.70 4.00 4.90 4.963 北秋田市

支川成瀬川
支川皆瀬川

岩崎橋 湯沢市岩崎 1.00 1.70 2.40 2.60 3.794 
横手市
湯沢市

岩館 湯沢市小野 2.60 3.10 3.20 3.90 4.291 
湯沢市
羽後町

柳田橋 湯沢市柳田字中道下 1.40 2.00 3.50 4.20 4.380 

雄物川橋 横手市雄物川町深井 2.00 3.00 4.20 4.50 5.328 
横手市
大仙市
羽後町

大曲橋
大仙市
大曲小貫高畑字七ツ小屋

2.50 3.40 6.00 6.20 6.933 大仙市

支川
横手川

大曲橋
大仙市
大曲小貫高畑字七ツ小屋

2.50 3.40 6.00 6.20 6.933 大仙市

支川
丸子川

大曲橋
大仙市
大曲小貫高畑字七ツ小屋

2.50 3.40 6.00 6.20 6.933 大仙市

支川玉川 長野 大仙市長野 2.30 2.90 3.70 4.00 － 大仙市

雄物川

神宮寺 大仙市神宮寺 3.50 5.00 5.50 5.70 9.032 大仙市

椿川 秋田市雄和椿川字方福 5.60 6.60 9.893 秋田市

子吉川

矢島 由利本荘市矢島町元町 2.90 4.10 

明法 由利本荘市前郷字西川 1.50 2.20 4.00 4.70 5.750 

二十六木橋 由利本荘市蓼沼 3.30 4.00 5.60 6.00 6.395 

支川石沢川 鮎瀬 由利本荘市鮎瀬 2.50 3.40 4.20 5.789

米代川

雄物川

由利
本荘市
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③水防警報の担当官署

水防警報の担当官署は国土交通省各河川国道事務所。

④水防警報の発表形式

直轄河川の水防警報の発表形式は、資料５－８のとおり。

⑤水防警報の伝達経路及び手段

直轄河川の水防警報の伝達経路及び手段は、資料５－６のとおり。

（３）県が行う水防警報

①水防警報を行う河川名、区域

秋田県管理河川の水防警報を行う河川名、区域は洪水予報河川に水位到達情報通知河川

を加えた河川であり、表４－２４のとおり。

②水防警報の対象となる基準観測所

秋田県管理河川の水防警報の対象となる基準観測所は、洪水予報河川に水位到達情報通

知河川を加えた河川の基準観測所であり、表４－２５、４－２６のとおり。

③水防警報の担当官署

秋田県管理河川の水防警報を行う官署は、洪水予報河川に水位到達情報通知河川を加え

た河川の担当官署であり、表４－２７、４－２８、４－２９のとおり。

④水防警報の発表形式

秋田県管理河川の水防警報の発表形式は、資料５－９のとおり。

⑤水防警報の伝達経路及び手段

秋田県管理河川の水防警報の伝達経路及び手段は、水位到達情報通知の経路と同一であ

り資料５－７のとおり。
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第５章 水位等の観測、通報及び公表

5.1 水位の観測、通報及び公表

（１）水位観測所

県内の水位観測所は、県管理の従来型水位観測所が１０９箇所、危機管理型水位計が

１７７箇所あるほか、国の管理する従来型水位観測所が２０箇所、危機管理型水位計が

８１箇所ある。

（２）潮位観測所

県内の潮位観測所は、他の量水標管理者が管理する潮位観測所が２箇所ある。

（３）水位の通報

秋田県河川砂防情報システムにより観測データが送信されている観測所は、通報を省

略することができる。ただし、システムに障害が発生した場合及びデータ送信されてい

ない観測所は、以下の流れで通報するものとする。

①水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、

又は4.2の洪水予報の通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が資料３－１

に定める水防団待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の状況を関係者に通

報しなければならない。水位通報を受ける関係者は5.3（１）水位の通報系統図のと

おり。

②各地域振興局建設部は、管内観測所若しくは量水標管理者からの水位の通報を受けた

ときは、直ちに県建設部河川砂防課に通報するものとする。

（４）水位の公表

①秋田県河川砂防情報システムにより観測データが送信されている観測所は、ウェブサ

イトに掲載することにより、秋田県から関係機関及び地域住民へ公表するものと見なす。

ただし、システム障害が発生した場合及びデータ送信されていない観測所は、量水標等

の示す水位が資料編第３章に定める氾濫注意水位（警戒水位）を超えるときは、その水

位の状況を、次の方法で公表しなければならない。

ア 公表の開始

水位が上昇して氾濫注意水位（警戒水位）に達したときから開始する。

イ 公表の終了

水位が下降して氾濫注意水位（警戒水位）以下に下がったときに終了する。

ウ 公表の方法

秋田県水防本部を通じて、美の国秋田ネット（URL http://pref.akita.lg.jp/）

に「河川名・水位観測所名・所在地・水位状況・その他必要事項」を掲載する。
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（５）隣接市町村に対する水防通報

関係市町村は、次の場合水防上必要な情報を次の系統（資料編第７章）により下流隣

接市町村に速報するものとする。なお、系統図中内の市町村は各管轄水防支部（地域振

興局建設部）にも連絡するものとする。

ア 著しい出水、又は出水のおそれのあるとき。

イ その地下流市町村が水防上必要と認める事態が予想されるとき。

（６）欠測時の措置

①量水標管理者は、自らの管理に係る観測所等において欠測等が生じ、水位の通報及び

公表ができない状況であることが判明した場合は、速やかに欠測等の原因を究明し早

期の復旧に努めるとともに、その状況を関係機関等に速やかに周知すること。

②欠測等により水位の通報及び公表ができない観測所を代替する観測所がある場合は、

併せて関係機関等に周知すること。

5.2 雨量の観測及び通報

（１）雨量観測所

県内の雨量観測所は、県管理の雨量観測所が９３箇所ある。また、消防機関管理の雨

量観測所が１９箇所、気象庁管理の雨量観測所が３７箇所ある。

詳細は、資料編第４章のとおりである。

（２）雨量の通報

各地域振興局建設部は、管内観測所からの雨量の情報を直ちに水防本部に通報し、

水防本部はその情報を関係する建設事務所に通報するものとする。

秋田県河川砂防情報システムにより水防本部に観測データが送信されている観測所に

ついては、通報を省略することができる。ただし、システムに障害が発生した場合は、

通報するものとする。

（３）通報系統

5.3（２）雨量の通報系統図に従って通報し、やむを得ない理由により、この系統に

よりがたい場合は、早期システム復旧に尽力するものとする。
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5.3 水位等の通報系統図

（１）水位の通報系統図

量水標管理者による水位の通報は、以下に示す基本系統に従って行うものとする。

水位・潮位の通報系統図

国土交通省
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所

量　水　標　管　理　者
秋田県

（河川情報システム）

量　水　標　管　理　者
国土交通省

（河川情報センター）
秋田地方気象台

秋田県水防支部
（地域振興局）

関係水防管理団体

秋田県水防本部
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（２）雨量の通報系統図

雨量の通報系統は、以下に示す基本系統に従って行うものとする。

国土交通省

秋田河川国道事務所

湯沢河川国道事務所

能代河川国道事務所

秋田県水防本部

秋田県

河川砂防情報

システム

国土交通省観測所
（河川、ダム）

国土交通省
河川情報センター

秋田県所管観測所
（河川、砂防、ダム）

関係水防管理団体

秋田地方気象台
観測所

秋田地方気象台

秋田県水防支部
（地域振興局）
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第６章 気象予報等の情報収集

気象予報、雨量、河川の水位、潮位、波高等については、以下のウェブサイト及び音声応

答により確認することができる。

気象情報 ウェブサイト

ホームページ名 ＵＲＬ

気象庁
（気象予報、アメダスデータ等）

気象警報・注意報　https://www.jma.go.jp/jp/warn/

アメダス　https://www.jma.go.jp/jp/amedas/

レーダ－・ナウキャスト（降水・雷・竜巻）　
https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/

高解像度降水ナウキャスト 
https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

洪水警報の危険度分布 
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html

大雨警報（浸水害）の危険度分布 
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html

河川水位、雨量、ダム諸量、ライブカメラ映像 (国土交通省管理河川のみ )

ホームページ名 ＵＲＬ

秋田県河川砂防情報
（秋田県管理河川の情報）

http://sabo.pref.akita.jp/kasensabo/
(携帯) http://sabo.pref.akita.jp/kasensabo/mobile/

国土交通省　能代河川国道事務所
（米代川の情報）

http://www.thr.m lit.go.jp/nosh iro/

国土交通省　秋田河川国道事務所
（雄物川下流、子吉川の情報）

http://www.thr.m lit.go.jp/akita/

国土交通省　湯沢河川国道事務所
（雄物川上流の情報）

http://www.thr.m lit.go.jp/yuzawa/

潮位、波浪情報

ホームページ名 ＵＲＬ

国土交通省防災情報提供ｾﾝﾀｰ（潮位） http://www.jma.go.jp/jp/choi/bosai/choui_map.html

気象庁（潮位） https://www.jma.go.jp/jp/choi/

気象庁（波浪に関するデータ）
https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/shindan/index
_wave.html

米代川､雄物川上下流､子吉川についての｢時系列洪水氾濫シュミレーション｣についても､上記各
河川国道事務所ホームページで公表している｡

国土交通省　川の防災情報
（国土交通省機関共通）

http://www.river.go.jp/
(スマートフォン) http://river.go.jp/s/
(携帯) http://i.river.go.jp/

水 系 名 振 興 局 名 回 線 番 号

管 内 全 川 鹿 角 地 域 振 興 局 建 設 部

管 内 全 川 北 秋 田 地 域 振 興 局 建 設 部

管 内 全 川 山 本 地 域 振 興 局 建 設 部

管 内 全 川 秋 田 地 域 振 興 局 建 設 部

管 内 全 川 由 利 地 域 振 興 局 建 設 部

管 内 全 川 仙 北 地 域 振 興 局 建 設 部

管 内 全 川 平 鹿 地 域 振 興 局 建 設 部

管 内 全 川 雄 勝 地 域 振 興 局 建 設 部

水 系 名 事 務 所 名 回 線 番 号

雄 物 川 下 流 秋 田 河 川 国 道 事 務 所 Ｎ Ｔ Ｔ 0 1 8 - 8 6 3 - 7 3 9 1

ﾌ ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｲ ﾔ ﾙ 0 1 2 0 - 3 2 - 8 5 8 1

子 吉 川 秋 田 河 川 国 道 事 務 所 Ｎ Ｔ Ｔ 0 1 8 - 8 6 3 - 7 3 9 2

ﾌ ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｲ ﾔ ﾙ 0 1 2 0 - 3 2 - 8 5 8 1

雄 物 川 上 流 湯 沢 河 川 国 道 事 務 所 Ｎ Ｔ Ｔ 0 1 8 3 - 7 3 - 3 4 7 1

ﾌ ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｲ ﾔ ﾙ 0 1 2 0 - 7 3 - 3 4 7 1

秋田県所管河川音声応答

国土交通省所管河川音声応答

ＮＴＴ 018-866-0611
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第７章 ダム・水門等の操作

7.1 ダム・水門等

（１）河川区間のダム・水門（洪水）

水防上重要なダム及び水門等は、資料編第８章のとおりである。

ダム及び水門等の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できるよう努めると

ともに、特に、水防活動時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努める

ものとする。

ダム及び水門等の管理者は、気象警報・注意報等及び洪水予報・水防警報が発表され

たとき、又は雨量、水位、流量等の気象状況を考慮し、洪水時又は洪水のおそれがある

と認めたときは、各施設の操作規則等に基づき、的確な操作を行うものとする。

（２）河口部・海岸部の水門・閘門（津波・高潮）

河口部・海岸部の水門・閘門の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できる

よう努めるとともに、特に、水防活動時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、

防止に努めるものとする。

河口部・海岸部の水門・閘門の管理者は、大津波警報、津波警報が発表された場合に

は安全確保のため直接操作をさせないなど、操作員の安全確認を最優先にしたうえで、

各施設の操作規則等に基づき、的確な操作を行うものとする。

7.2 操作の連絡

ダム及び水門等の管理者は、各施設の操作規則等に基づき、放流等の情報を直ちに河

川管理者、所管地域振興局建設部、下流地域等の水防管理団体、関係機関等に迅速に連

絡するものとする。

7.3 連絡系統

操作規則等に従って連絡し、やむを得ない理由により、この系統によりがたい場合は

あらゆる手段を尽くして迅速確実に連絡する。
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普
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科

連

隊

第８章 通信連絡

8.1 通信連絡系統

水防時に必要な連絡用の電話、無線電話の通信系統は、以下のとおりとする。

水位･潮位連絡系統

地整河川国道事務所より水防警報の通知を受けた場合関係機関及び一般住民に通知する系統を示す。

水防指令は県における水防体制に基づき、関係機関及び一般に通知する系統を示す。

水 防 本 部 長
(知 事)

副 本 部 長
( 副 知 事 )

水 防 長
( 建 設 部 長 )

副 水 防 長
(河川砂防課長)

水 防 本 部
(河川砂防課)

水 防 支 部
(地域振興局建設部)

危 機 管 理 監
（総 合 防 災 課）

国 土 交 通 省
河川国道事務所

氾 濫 情 報 の み
ﾎ ｯ ﾄ ﾗ ｲ ﾝで通報

水

防

管

理

団

体

(

市

町

村

)

秋

田

地

方

気

象

台

県

警

本

部

報
道
機
関

Ｎ
Ｈ
Ｋ
秋
田
放
送
局
、
秋
田
放
送
、

秋
田
テ
レ
ビ
、
秋
田
朝
日
放
送
、

エ
フ
エ
ム
秋
田
、
他
報
道
機
関

一 般 住 民

水 防 支 部 長
(地域振興局長)

副支部長
(振興局建設部長)

凡　　　　例

　　　　知事発令の水防警報、

　　　　氾濫情報

　　　　大臣発令の水防警報、

　　　　氾濫情報
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第９章 水防施設

9.1 水防倉庫及び資器材

①県は、水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材では不足するような緊急の場合に際

し、応急支援するため資器材を備蓄するものとする。

②指定水防管理団体は、その重要水防区域内に水防倉庫を設け、おおむね次表に示す資器

材を備蓄するように努めるものとする。それ以外の水防管理団体も、指定水防管理団体

に準じて必要な準備をしておくものする。なお、水防管理者が地勢その他の状況により

必要があると認めるときは、その数量を増減することができる。

③水防管理者は、備蓄器材が使用又は損傷により不足を生じた場合、直ちに補充しておく

ものとする。

④水防管理者は、備蓄資器材では不足するような緊急事態に際して、国の応急復旧用資器

材又は県の備蓄資器材を国土交通省河川事務所長又は地域振興局建設部長の承認を受け

て使用することができる。

なお、国土交通省河川国道事務所長及び地域振興局建設部長は、予備鍵の貸与等をあ

らかじめ水防管理者と協議して、緊急時に迅速な対応ができるよう努めるものとする。

⑤県内水防倉庫の位置は、資料編第１章のとおりである。

資　器　材 単位 数量 資　器　材　名 単位 数量

器
　
　
　
　
　
　
　
　
材

シ ャ ベ ル 丁
20

資
　
　
　
　
　
　
　
　
材

丸　　　　　　　　太 本
100

掛　　　　矢 〃
6

小　　　　　　　　杭 〃
200

た　  こ　  槌 〃
1

土のう又はビニール袋 俵袋 10,000

唐　　　　鍬 〃 3 む　　　  し　　　  ろ 枚 60

ペ　  ン　  チ 〃 6 縄 丸 20

お　　　　の 〃 3 鉄　　　　　　　　線 kg 200

鋸 〃 3 竹　　　　　　　　材 本 300

鎌 〃 5

照　  明　  具 個 3

ナ　　　　タ 丁 20
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第10章 水防活動

10.1 水防体制

気象庁より気象情報（警報及び注意報を含む）をうけたときは、その情報を判断し、次

の分類により水防体制をとる。また、地震による堤防の漏水、沈下等の場合、津波の場合

も、下記に準じて対処するものとする。

（１）水防本部の体制

①準備体制

大雨注意報、洪水注意報、高潮注意報、津波注意報を受けたときは、連絡活動及び

招集活動ができる体制とする。

②警戒体制

以下のいずれかの状況となった時は水防要員をもってこれに当たり、そのまま水防

活動が遂行できる体制とする。

・気象台が大雨警報、洪水警報、高潮警報を発令した時。

・国土交通省が水防警報を発令した時。

・県管理河川の知事が発する水防警報河川の水位が水防団待機水位に達し、

水防支部が水防警報を発令した時。

③非常体制

水防計画に定めてある水防要員全員をもって非常活動ができる体制とし、解除まで

継続勤務するものとする。もし、事態が長びく時は水防長は適宜交代させるものと

する。

（２）水防支部の体制

水防支部長は、情報判断を適正に行い、支部の水防活動実施要領に従い水防本部に準

ずる水防体制を保持しなければならない。

（３）水防管理団体の体制

水防管理者は、情報判断を適正に行い、県の防災計画及び水防計画に応じた防災計画

を定め万全の体制を保持しなければならない。

（４）出動準備

水防管理者は、次の場合には、管下消防機関に対し、出動準備をさせること。

①水防警報が発せられたとき。

②河川の水位が水防団待機水位に達し、なお上昇のおそれがあり、かつ出動の必要を

予測するとき。

③その他気象状況により、洪水、高潮等の危険が予知されるとき。

（５）出動

水防管理者は、次の場合には、管下消防機関に対し、予め定められた計画に従い出動

させ、警戒準備につかなければならない。

①河川の水位が氾濫注意水位に達し、なお上昇のおそれがあり、危険を予知したとき。

②潮位が上昇し、気象状況等により危険を認めるとき。
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10.2 巡視及び警戒

（１）平常時

水防管理者、水防団長又は消防機関の長（以下この章において「水防管理者等」とい

う。）は、随時区域内の河川、海岸、堤防・津波防護施設等を巡視し、水防上危険であ

ると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸、堤防・津波防護施設等の管

理者（以下「河川等の管理者」という。）に連絡して必要な措置を求めるものとする。

上記に係る連絡を受けた河川等の管理者は、必要な措置を行うとともに、措置状況を

水防管理者に報告するものとする。

河川等の管理者が自ら行う巡視等において水防上危険であると認められる箇所を発見

した場合は、必要な措置を行うとともに、措置状況を水防管理者に報告するものとする。

水防管理者等が、出水期前や洪水経過後、高潮や津波終息後などに、重要水防箇所又

は洪水箇所、その他必要と認める箇所の巡視を行う場合には、第12章に定める河川管理

者の協力及び援助のほか、必要に応じて、河川、海岸等の管理者に立会又は共同で行う

ことを求めることができるものとする。

（２）出水時

（ア）洪水

水防管理者等は、県から水防警報が発表されたときは、河川、海岸等の監視及び警戒

をさらに厳重にし、重要水防区域（資料編第２章）を中心として巡視するものとする。

また、次の状態に注意し、異常を発見したときは直ちに水防作業を実施するとともに、

地域振興局建設部長及び河川等の管理者に連絡し、地域振興局建設部長は水防本部長に

報告するものとする。ただし、堤防、ダムその他の施設が決壊したとき、又は越水・溢

水若しくは異常な漏水を発見したときは、10.7に定める災害発生時の処置を講じなけれ

ばならない。

①堤防から水があふれるおそれのある箇所の水位の上昇

②堤防の上端の亀裂又は沈下

③川側堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ

④居住地側堤防斜面の漏水又は飽水のよる亀裂及び欠け崩れ

⑤排・取水門の両袖又は底部よりの漏水と扉の締まり具合

⑥橋梁その他の構造物と堤防との取り付け部分の異状

（イ）高潮

水防管理者等は、県から水防警報が発表されたときは、高潮襲来までの時間的余裕を

十分考慮して海岸等の監視及び警戒をさらに厳重にし、特に既往の被害箇所その他重要

な箇所を中心として巡視するものとする。また、次の状態に注意し、異常を発見したと

きは自身の安全及び避難を優先して水防作業を実施するとともに、地域振興局建設部長

及び海岸等の管理者に連絡し、地域振興局建設部長は水防本部長に報告するものとする。

①堤防から水があふれるおそれのある箇所の潮位の上昇

②堤防の上端の亀裂又は沈下

③海側又川側堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ

④居住地側堤防斜面の漏水又は飽水のよる亀裂及び欠け崩れ
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⑤排水門・取水門・閘門の両袖又は底部よりの漏水と扉の締まり具合

⑥橋梁その他の構造物と堤防との取り付け部分の異状

10.3 水防作業

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡

大を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域の状態等を考慮して最も適

切な工法を選択し実施するものとする。水防作業を必要とする異常状態を大別してそれに

適する工法の説明は、資料編第６章のとおりである。

その際、水防団員は自身の安全を確保できる場所までの避難完了に要する時間、津波到

達時刻等を考慮して、水防団員が自身の安全を確保できないと判断したときには、自身の

避難を優先する。

また、水防管理者は、平常時から水防実施関係者に水防工法等を習熟させ、災害時にお

いても最も適切な作業が即時に実施できるよう努めなければならない。

10.4 緊急通行

（１）緊急通行

水防のため緊急の必要がある場合に赴くときは、水防団長、水防団員及び消防機

関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は一般交通の用に供しない通路又

は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。

（２）損失補償

水防管理団体は、緊急通行の権限を行使することにより損失を受けたものに対し、

時価によりその損失を補償するものとする。

10.5 警戒区域の設定

水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者

は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立ち入りを禁止し、

若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができるものとする。

また、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要

求があったときは、警察官は、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者の職権を行う

ことができるものとする。

10.6 避難のための立退き

（１）洪水、津波又は高潮等により著しい危険が切迫していると認められるときは、知事、

その命を受けた県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者、そ

の他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。

水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を

通知するものとする。

（２）水防管理者は、避難のための立ち退きを指示した場合は、その状況を地域振興局建

設部長に速やかに報告し、地域振興局建設部長は水防本部長に報告するものとする。

（３）水防管理者は、警察署長と協議の上、あらかじめ危険が予想される区域について、
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避難計画を作成し、避難場所、避難経路その他必要な事項を定め、一般に周知してお

くものとする。

10.7 災害発生時の処置

（１）堤防、溜池又は角落し等が決壊した場合は、水防管理者、消防機関の長等は出来る

限り被害の増大を防止するよう努めなければならない。

（２）この場合は、水防管理者は直ちに次の処置をとらなければならない。

（ア）居住者に対し、立退き指示避難誘導等。

（イ）水防支部、所轄国土交通省河川国道事務所、隣接水防管理団体並びに警察署に通

報しなければならない｡

（３）水防支部長はこれを水防本部、災害対策本部その他必要な関係機関に通報すると共

に、応援、指導、水防資材の補給をしなければならない。

10.8 決壊・漏水等の通報及びその後の措置

（１）水防に際し、堤防・ダム・その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは

異常な漏水が発生したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団

体の代表者は、直ちに関係者（関係機関・団体）に通報するものとする。

（２）通報を受けた河川管理者は水防上危険であるかどうか確認を行い、危険が認められ

る場合には市町村長に避難勧告等の発令に資する事象として情報提供するものとす

る。

（３）決壊・漏水等の通報系統については、河川管理者と水防管理者等で、別途定めるこ

ととする。

10.9 水防体制の解除

（１）県の水防体制の解除

水防本部長は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、津波又

は高潮のおそれがなくなったとき等、水防体制の必要がなくなったと認めたときは、こ

れを解除し、関係機関に通知するものとする。

（２）水防管理団体等の水防体制の解除

①水防管理団体の水防体制の解除

水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、又は

高潮のおそれがなくなったとき等、自らの区域内の水防活動の必要がなくなったと

認めたときは、水防体制を解除し、これを一般に周知するとともに関係機関に通知

するものとする。なお、水防体制を解除したときは、地域振興局建設部を通じ水防

本部に報告するものとする。

②水防団及び消防団の水防体制の解除

水防団及び消防団の水防体制の解除は、水位が下降して水防活動の必要がなくなり、

水防管理者が解除の指令をしたときとする。それまでは、水防団員及び消防団員は

自らの判断等により勝手に部署を離れてはならない。解除後は、人員、資器材及び

作業箇所を点検し、その概要を直ちに報告する。また、使用した資器材は、手入れ



65

して所定の位置に設備する。

第11章 水防信号、水防標識等

11.1 水防信号

水防法第20条の規定による知事の定める水防信号は、次のとおりとする。

（１）避難信号

必要と認める区域内の居住者避難のため立ち退くべきことを知らせるもの

（２）出動信号

消防団員及び消防機関に属するもの全員が出動すべきことを知らせるもの

（３）警戒信号

警戒水位に達したことを知らせるもの

前記の信号を次の方法によって発信する
方法

区分
約３秒　 約２秒

約５秒 約６秒

約３０秒 約６秒

発する。

S25.　9.　9

秋田県水防規則 秋田県規則第31号
改正　S35. 12.  1

秋田県規則第57号
改正　H17.  6. 17
秋田県規則第72号

地震による堤防の漏水、沈下等の場合、津波の場合は、上記に準じて水防信号を

サイレン信号

避難信号

出動信号

警戒信号

警鐘信号
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11.2 水防標識

（１）水防法第18条の規定による知事の定める水防のため優先通行のできる車両の標識

は、次のとおりとする。

（２）水防管理者から委任を受けた者が着用する水防活動者腕章及び建設機械に掲示す

る横断幕は、当該水防管理者が定めるものとする。

11.3 身分証明書

水防法第49条第２項の規定により必要な土地に立入る場合は身分証明書を携帯し、関係

人の請求があればこれを提示しなければならない。

（裏面）

白

備考　図及び文字を赤色で、その他の部分を白色で表示する。

水防管理団体名

6
0
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

90センチメートル

赤

（資料の提出及び立入り）

　しなければならない。

水防法抜粋

　　関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する

第49条　都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、

　　者をして必要な土地に立ち入らせることができる。

2　都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地

　に立入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示

第　　　号

所　 属
職氏名

年 月 日生

年 月 日交付

秋田県知事

上記の者は、水防法第49条第1項の規定による立入りをすることができる職員であることを証明する。

身　　分　　証　　明　　書

７
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

９センチメートル

印
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第12章 協力及び応援

12.1 河川管理者の協力及び援助

河川管理者秋田県知事は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水

防のための活動への協力及び水防管理者等が行う浸水被害軽減地区の指定に係る援助を行

う。

＜河川管理者の協力が必要な事項＞

（１）水防管理団体に対して、秋田県及び国土交通省ホームページ、電話音声応答によ

り、河川に関する情報（雨量、河川水位、ダム諸量情報、ＣＣＴＶの映像等）の

提供（アドレス等については、第６章を参照）

（２）水防管理団体に対して、氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごとの氾濫水到達市町村

の事前提示、及び水防管理者等から異常な漏水等についての通報を受けた場合に

は通報すべき関係者（関係機関・団体）の提示

（３）堤防又はダムが決壊したとき又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したとき

（氾濫発生情報を発表する場合を除く）、河川管理者による関係者及び一般への周

知（伝達方法については資料編第５章のとおり）

（４）重要水防箇所の合同点検の実施

（５）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加

（６）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、

河川管理者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の提供（水防倉庫の位置は資料編第

１章を参照））

（７）水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防

に関する情報又は資料を収集し、及び提供するための職員の派遣

＜河川管理者の援助が必要な事項＞

（１）水防管理者に対して、過去の浸水情報や周辺の地形情報等に鑑み浸水被害の軽減

に有用な盛土構造物等の情報を提供

（２）水防管理者に対して、指定しようとする浸水被害軽減地区の有用性について、過

去の浸水情報や河道の特性等に鑑みた助言

（３）市町村長に対して、過去の浸水情報の提供や、市町村長が把握した浸水実績等を

水害リスク情報として周知することの妥当性について助言

（４）水防管理団体が行う浸水被害軽減地区の指定に必要な援助を行う際に、河川協力

団体に必要な協力を要請

12.2 水防管理団体相互の応援及び相互協定

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若し

くは消防長に対して応援を求めることができる。

応援を求められた水防管理者又は市町村長若しくは消防長は、自らの水防に支障がない

限りその求めに応じるものとする。

応援のため派遣された者は、水防について応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動す

るものとする。
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水防管理者は応援が円滑、迅速に行われるよう、あらかじめ隣接の水防管理者等と情報

共有体制等について相互に協定しておくものとする。

12.3 警察官の援助要求

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出

動を求めることができる。

その方法等については、あらかじめ当該水防管理団体の区域を管轄する警察署長と協議

しておくものとする。

12.4 自衛隊の派遣要請

水防管理者は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想されるとき

は、秋田県地域防災計画に定めるところにより、知事に自衛隊の災害派遣の要請を要求す

ることができる。派遣要請の要求に当たっては次の事項を明らかにするものとする。

①災害の状況及び派遣要請を要求する事由

②派遣を希望する期間

③派遣を希望する区域及び活動内容

④派遣部隊が展開できる場所

⑤派遣部隊との連絡方法、その他参考となるべき事項

なお、知事に自衛隊の災害派遣の要請を要求することができない場合には、水防管理者

が直接、自衛隊等に派遣を要請する旨の通知等を行うことになるため、事前に通知先とな

る自衛隊の関係部局と調整を行うものとする。

12.5 国（河川国道事務所、地方気象台等）との連携

（１）水防連絡会

県は、地域振興局単位で国土交通省河川国道事務所や地方気象台等の関係機関を構成

員とした水防連絡会を設置し、重要水防箇所、河川改修状況、堤防整備状況、水防警報、

洪水・津波・高潮予警報の連絡系統、既往洪水における出水状況、既往津波・高潮によ

る越水状況、水防資材整備状況、その他水防に必要な河川・海岸情報の提供及び水防管

理団体等からの意見聴取等を行う。

（２）ホットライン

地域振興局建設部は河川の水位状況については国土交通省河川国道事務所とのホット

ラインにより、また気象状況については地方気象台とのホットラインにより、迅速かつ

十分な情報共有に努めるものとする。

また、市町村長は国土交通省各河川国道事務所や秋田地方気象台、秋田県各地域振興

局建設部とのホットラインにより気象情報や水位情報を共有し、迅速な住民避難に資す

るものとする。
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第13章 費用負担と公用負担

13.1 費用負担

（１）費用負担

水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。

ただし、他の水防管理団体の応援のために要した費用は、当該応援を求めた水防管理

団体が負担するものとし、負担する費用の額及び負担の方法は、応援を求めた水防管理

団体と応援を求められた水防管理団体が協議して定めるものとする。

（２）利益を受ける市町村の費用負担

水防管理団体の水防によって、当該水防管理団体の区域以外の市町村が著しく利益を

受けるときは、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市

町村が負担するものとする。

負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防により

著しく利益を受ける市町村とが協議して定めるものとする。

当該協議が成立しないときは、水防管理団体は知事にあっせんを申請することができ

る。

13.2 公用負担

（１）公用負担

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は水防

の現場において次の権限を行使することができる。

①必要な土地の一時使用

②土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用

③車両その他の運搬用機器の使用

④排水用機器の使用

⑤工作物その他の障害物の処分

また、水防管理者から委任を受けた者は上記①から④（②における収用を除く。）の

権限を行使することができる。

（２）公用負担権限委任証

公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長にあ

っては、その身分を示す証明書を、水防管理者から委任を受けた者は、水防管理者から

交付される公用負担権限委任証を携行し、必要がある場合は、これを提示しなければな

らない。

（３）公用負担命令書

公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理団体の定めた公用負担命令書を２通

作成し、その１通を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に交付するものとする。
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（４）損失補償

水防管理団体は、公用負担の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価

によりその損失を補償するものとする。
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第14章 水防報告等

14.1 水防記録

水防作業員が出動したときは、水防管理者は、次の記録を作成し、保管するものとする。

①天候の状況並びに警戒中の水位観測表

②水防活動をした河川名・海岸名及びその箇所

③警戒出動及び解散命令の時刻

④水防団員及び消防機関に属する者の出動時刻及び人員

⑤水防作業の状況

⑥堤防、その他の施設の異常の有無及びこれに対する処置とその効果

⑦使用資材の種類及び数量並びに消耗量及び員数

⑧水防法第28 条の規定による公用負担下命の器具、資材の種類、数量及び使用場所

⑨応援の状況

⑩居住者出動の状況

⑪警察関係の援助の状況

⑫現場指導の官公署氏名

⑬立退きの状況及びそれを指示した理由

⑭水防関係者の死傷

⑮殊勲者及びその功績

⑯殊勲水防団とその功績

⑰今後の水防について考慮を要する点、その他水防管理団体の所見

14.2 水防報告

水防管理者は、水防活動が終結したときは、その状況を資料９－１、９－２に示す様式

により、水防活動実施後５日以内に地域振興局建設部長を経由して水防本部長に報告する

とともに、水防本部長は当該水防管理者からの報告について国（東北地方整備局）に報告

するものとする。
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第15章 水防訓練

水防管理団体の水防訓練

指定水防管理団体は、毎年１回以上なるべく出水期前に、水防団、消防機関及び水防協力

団体その他の水防訓練を実施し、水防技術の向上を図るものとする。

非指定の水防管理団体においても、指定水防管理団体に準じて水防訓練を実施するよう努

めるものとする。

また、水防管理団体が主催する水防研修や東北地方整備局が主催する水防技術講習会へ水

防団員を参加させる等、積極的に水防知識を身につけさせることとする。

津波災害警戒区域に係わる水防団、消防機関及び水防協力団体は、津波防災地域づくりに

関する法律（平成23年法律第123号）に規定された津波避難訓練に参加しなければならない。



73

第16章 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置

16.1 洪水対応

16.1.1 洪水浸水想定区域の指定状況

国土交通省及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川について、河川が氾濫した場合に浸

水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定

される水深を公表するとともに、関係市町村長に通知するものとする。

洪水予報河川及び水位周知河川の洪水浸水想定区域の指定、公表状況及び関係市町村は、

以下のとおりである。

国管理河川

水系名 河川名 浸水想定区域 浸水想定区域 関係市町村

公表時点 公表ＨＰアドレス

米代川 米代川 Ｈ２８．５．３１ http://www.thr.mlit.go. 能代市、北秋田市、大館市

米代川 藤琴川 Ｈ２８．５．３１ jp/noshiro/kasen/shinsu 能代市

i/shinsui.htm

米代川 小猿部川 Ｈ２９．６．３０ 北秋田市

雄物川 雄物川 Ｒ２．３．２７ http://www.thr.mlit.go. 秋田市、大仙市、仙北郡美郷

jp/yuzawa/01_kawa/hanra 町、横手市、雄勝郡羽後町、

n_map/hanran_map.htm 湯沢市

雄物川 玉川 Ｈ２８．６．１０ 大仙市

雄物川 皆瀬川 Ｒ２．３．２７ 大仙市、横手市、湯沢市、雄

勝郡羽後町

雄物川 成瀬川 Ｈ２８．６．１０ 横手市、湯沢市

雄物川 丸子川 Ｈ２８．６．１０ 大仙市

雄物川 横手川 Ｒ２．３．２７ 大仙市、仙北郡美郷町

子吉川 子吉川 Ｈ２９．１．２０ http://www.thr.mlit.go. 由利本荘市

jp/akita/kasen/shinsuim

子吉川 石沢川 Ｈ２９．１．２０ ap/index.html

県管理河川

浸水想定区域 浸水想定区域

水系名 河川名 公表時点 公表ＨＰアドレス 関係市町村

米代川 米代川 Ｒ１．１２．２４ 紙データ閲覧 鹿角市、大館市

米代川 大湯川 Ｒ２．４．２８ 紙データ閲覧 鹿角市

米代川 小坂川 Ｒ２．４．２８ 紙データ閲覧 鹿角市、小坂町

米代川 阿仁川 Ｒ２．１．３１ 紙データ閲覧 北秋田市、能代市

米代川 藤琴川 Ｒ１．９．２０ 紙データ閲覧 能代市、藤里町
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米代川 熊沢川 Ｒ２. ６． ５ 紙データ閲覧 鹿角市

米代川 長木川 Ｒ１．７．２３ 紙データ閲覧 大館市

米代川 福士川 Ｒ２．２．１０ 紙データ閲覧 鹿角市

米代川 下内川 Ｒ１．７．２３ 紙データ閲覧 大館市

米代川 小阿仁川 Ｒ２．１．３１ 紙データ閲覧 北秋田市、上小阿仁村

米代川 小猿部川 Ｒ１．７．１２ 紙データ閲覧 北秋田市

米代川 綴子川 Ｒ１．７．１２ 紙データ閲覧 北秋田市

雄物川 太平川 Ｒ１．８．６ 紙データ閲覧 秋田市

雄物川 旭川 Ｒ１．８．６ 紙データ閲覧 秋田市

雄物川 草生津川 Ｈ１８.６．３０ 紙データ閲覧 秋田市

雄物川 役内川 Ｒ１．９．２７ 紙データ閲覧 湯沢市

雄物川 横手川 Ｒ１．１１．２９ 紙データ閲覧 横手市、大仙市、美郷町

雄物川 丸子川 Ｒ１．８．９ 紙データ閲覧 大仙市、美郷町

雄物川 岩見川 Ｈ２０.１０．３１ 紙データ閲覧 秋田市

雄物川 玉川 Ｈ２０.４．１８ 紙データ閲覧 大仙市、仙北市

雄物川 桧木内川 Ｈ２０.４．１８ 紙データ閲覧 仙北市

雄物川 新城川 Ｒ１．８．６ 紙データ閲覧 秋田市

雄物川 福部内川 Ｒ１．８．９ 紙データ閲覧 大仙市

雄物川 斉内川 Ｈ２０.６．６ 紙データ閲覧 大仙市

雄物川 窪堰川 Ｒ１．８．９ 紙データ閲覧 大仙市

雄物川 川口川 Ｒ１．８．９ 紙データ閲覧 大仙市

雄物川 矢島川 Ｒ１．８．９ 紙データ閲覧 大仙市、美郷町

雄物川 猿田川 Ｒ１．８．６ 紙データ閲覧 秋田市

子吉川 芋川 Ｒ１．９．１３ 紙データ閲覧 由利本荘市

馬場目川 馬場目川 Ｈ２１.７．２４ 紙データ閲覧 五城目町、八郎潟町

馬場目川 三種川 Ｈ３１.３．２２ 紙データ閲覧 三種町

※H31.3.22公表の馬場目川水系三種川、令和元年以降公表の河川については想定最大規模での

浸水想定区域である。

それ以外の浸水想定区域は、河川整備の計画降雨により浸水が想定される区域である。

16.1.2 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置

市町村防災会議は、洪水予報河川、水位周知河川、水位周知下水道または水位周知海岸に

ついて、浸水想定区域の指定があったときは、市町村地域防災計画において、少なくとも当

該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。

①洪水予報、水位到達情報の伝達方法

②避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項

③災害対策基本法第48条第１項の防災訓練として市町村が行う洪水に係る避難訓練の実施

に関する事項

④浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在
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地

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下

に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が

利用すると見込まれるものを含む））でその利用者の洪水時、内水時又は高潮時（以下

「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図る必要があると

認められるもの

ロ 要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要

する者が利用する施設）でその利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要が

あると認められるもの

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であって国土交通省令で

定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（大規模工場

等）でその洪水時の浸水の防止を図る必要があると認められるもの（所有者又は管理者

からの申出があった施設に限る。）

⑤その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項

16.1.3 洪水・内水・高潮ハザードマップ

洪水・内水・高潮浸水想定区域をその区域に含む市町村長は、市町村地域防災計画におい

て定められた上記16.1.2①～⑤に掲げる事項を住民、滞在者その他の者に周知させるため、

これらの事項（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12

年法律第57号）第７条第１項の土砂災害警戒区域をその区域に含む市町村にあっては、同法

第８条第３項に規定する事項、津波防災地域づくりに関する法律第53条第１項の津波災害警

戒区域をその区域に含む市町村にあっては、同法第55条に規定する事項を含む。）を記載した

印刷物の配布、インターネットを利用した提供その他の必要な措置を講じることとする。

16.1.4 予想される水災の危険の周知等

市町村長は、洪水予報河川等以外の河川のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保す

ることが特に必要と認める河川について、過去の豪雨により当該河川が氾濫した際に浸水し

た地点、その水深その他の状況を水害リスク情報として把握するよう努めるとともに、これ

を把握したときは、浸水実績等を地図上に示した図面の公表、浸水実績等を付加したハザー

ドマップの公表、町中の看板・電柱等への掲示等により住民に周知することとする。図面等

を公表する場合は、住民への各戸配布やインターネット上での公表等により行うこととする。

16.1.5 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等

法第15条第１項の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等

の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地

下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るた

めに必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、これを市町村長に報告するとともに、
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公表するものとする。また、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び

洪水時の浸水の防止のための訓練を行うものとする。さらに、自衛水防組織を置き、当該自

衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告するものとする。

市町村は、市町村地域防災計画において、地下街等の所有者又は管理者及び自衛水防組織

の構成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。

16.1.6 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等

法第15条第１項の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者

利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施

設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に

関する計画を作成し、これを市町村長に報告するとともに、当該要配慮者利用施設の利用者

の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うものとする。さらに、自衛水防

組織を置くよう努めるものとする。

市町村は、市町村地域防災計画において、要配慮者利用施設の所有者又は管理者及び自衛

水防組織の構成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。

16.1.7 大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等

法第15条第１項の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工

場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水

時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、

当該大規模工場等の洪水時の浸水の防止のための訓練を実施するほか、自衛水防組織を置く

よう努めるものとする。

市町村は、市町村地域防災計画において、大規模工場等の所有者又は管理者及び自衛水防

組織の構成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。

16.1.8 浸水被害軽減地区

浸水被害軽減地区は、水防管理者が浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを

指定した地区である。

16.2 津波対応

16.2.1 津波災害警戒区域の指定

「津波防災地域づくりに関する法律」に則り、県は、津波防災地域づくりの推進に関する

基本的な指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民、勤務

する者、観光旅客その他の者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地

の区域で、当該区域における津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備

すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定し、その旨並びに当該指定の区域及び基

準水位を、県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公示すると
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ともに、関係市町村長に、公示された事項を記載した図書を送付することとする。

16.2.2 市町村地域防災計画の拡充

市町村防災会議は、津波災害警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画におい

て、当該津波災害警戒区域ごとに、次に掲げ

る事項について定めるものとする。

①人的災害を生ずるおそれがある津波に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の

発令及び伝達に関する事項

②避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

③市町村が行う津波に係る避難訓練の実施に関する事項

④津波災害警戒区域内に、地下街等又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として

防災上の配慮を要する者が利用する施設であって、当該施設の利用者の津波の発生時に

おける円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあって

は、これらの施設の名称及び所在地

⑤その他、津波災害警戒区域における津波による人的被害を防止するために必要な警戒避

難体制に関する事項

16.2.3 津波ハザードマップの作成・周知

津波災害警戒区域をその区域に含む市町村長は、市町村地域防災計画に基づき、津波災害

警戒区域及び当該区域における基準水位を表示した図面に人的災害を生ずるおそれがある津

波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関す

る事項その他津波災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民、

勤務する者、観光旅客その他の者に周知させるため、これらの事項を記載したものを、印刷

物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供するとともに、図面に表示した事項及び

記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がそ

の提供を受けることができる状態に置くこととする。なお、高潮についても必要な措置を講

じることとする。

16.2.4 避難促進施設に係る避難確保計画

津波防災地域づくりに関する法律第54条第１項の規定により市町村地域防災計画に名称及

び所在地を定められた地下街等又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上

の配慮を要する者が利用する施設のうち、その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速

な避難を確保するための体制を計画的に整備する必要があるもの（以下「避難促進施設」と

いう。）の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、避難訓練その他当該避難促進施設の利

用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する避

難確保計画を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表するものとする。

津波の発生時における避難確保計画には、次の事項を記載するものとする。
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①津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項

②津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する事項

③津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する

事項

④その他、避難促進施設の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため

に必要な措置に関する事項

第17章 水防協力団体

17.1 水防協力団体の指定、監督、情報の提供

水防管理団体は、17.2に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法

人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力

団体として指定することができる。また、水防管理団体は水防協力団体が適正かつ確実な実

施を確保するため水防計画に位置付けるとともに、その業務について報告させることができ

る。なお、国、都道府県及び水防管理団体は水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必

要な情報提供、指導若しくは助言をするものとする。

17.2 水防協力団体の業務

（1）水防上必要な監視、警戒その他の水防活動の協力

（2）水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供

（3）水防に関する情報又は資料の収集、提供

（4）水防に関する調査研究

（5）水防に関する知識の普及、啓発

（6）前各号に附帯する業務

17.3 水防協力団体と水防団等の連携

水防協力団体は、水防団との密接な連携の下に前項の業務を行わなければならない。また、

水防協力団体は、毎年水防団及び消防機関が行う水防訓練に参加するものとする。

津波災害警戒区域に係わる水防協力団体は、津波防災地域づくりに関する法律に規定され

た津波避難訓練に参加する。（水防法第32条の３）

17.4 水防協力団体の申請・指定及び運用

水防管理団体は、資料９－１を参考として水防協力団体指定要領を作成し、水防協力団体

の申請があった場合は、指定要領を参考として指定することとする。また指定の際は、合わ

せて水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

水防協力団体の業務の運用にあたっては、業務が適正かつ確実に行われるように、資料９

－６に示す活動実施要領の内容を水防管理団体の水防計画に規定する。
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第18章 水防管理団体の水防計画

18.1 水防管理団体の水防計画

指定水防管理団体の水防管理者は、県の水防計画に応じた水防計画を定め、毎年出水期前

までに、水防協議会又は市町村防災会議に諮り、知事に遅滞なく届け出るものとする。

なお、非指定水防管理団体においても、水防計画を作成しておくことが望ましい。

18.2 水防計画の公表

指定水防管理団体の水防管理者は、水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公

表するよう努めるものとする。

18.3 水防協議会の設置

指定水防管理団体は、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるために、水

防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これら

に水防協議会を置くものとする。

指定水防管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、法第34条に定めるもののほか、市町

村又は水防事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合の議決で定めるものと

する。

18.4 水防管理団体の水防計画作成要領

水防管理団体の水防計画は、水防の目的を完全に達成するため、組織の整備、資器材、通

信施設の充実及び通信連絡方法の合理的な運用を図るとともに、特に現地に即したあらゆる

事態を想定して、具体的に定めるものであり、水防計画作成の手引き（水防管理団体版）を

参考にして作成する。


